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道 交通安全対策 
中項目

生活道路等における 優先の安全・安心な歩行

空間の整備【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

「 」の視点に立った、安全で 適な歩行、 行のための道路整備を推進する。 

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため、歩行者･自転車対策及び生活道路対策を推進する。 

ア 生活道路における交通安全対策の推進【重点事項】

生活道路における歩行者や自転車利用者の安全な通行を確保するため、「ゾーン30」の設置を推進するとと

もに、「ゾーン30」等による低速度規制と物理デバイス等の適切な組合せによる「ゾーン30プラス」の整備

について、道路管理者と公安委員会が連携し、速度抑制対策の充実を図るほか、歩道の整備、路 の設置・

拡幅等、道路標識・標示の高 度化等の安全対策を推進する とにより、円滑な交通を確保し、交通事故の

防止を図る。

生活道路を中心に 信号機や歩車分 信号機等の や、道路 や交差点が存 する との 転

者 の明示、歩行者・自動車の通行区分の明示等を進める とにより、歩行者や自転車利用者の安全な通行

を確保する。 

中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課 県警察交通 課 

イ 通学路等における交通安全の確保【重点事項】

通学路等における交通安全を確保するため、「通学路交通安全プ ラ 」等に基づ 定期的な合 点検の

実施や対策の改 ・充実等の 的な 組を するとともに、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移

動する経路の 安全点検等の 果を踏ま 、道路交通実 に応 、学 、 委員会、 、保 所等の対

施設、その所管機関及び道路管理者等の関係機関が連携し、 ー ・ フトの 面か な対策を推進

する。 

中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課 県 課 

県 指導課 県警察交通 課

ウ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備【重点事項】

改 事業等による整備と せて、高齢者、 障がい者等の公 交通機関を利用した移動の円滑化の 進

に関する （いわ る「交通バリアフリー 」）に基づ 「道路の移動円滑化整備 イ ライン の

に基づき、 適な歩行空間を 分確保した歩道の整備に めるとともに、交通バリアフリー基本 特定事

業計画箇所のほか、「 ルバーゾーン を中心に 信号機・経 間 示機能 歩行者用 や スコー

トゾーン（横断歩道上 の点 クの 設）の整備、道路標識・標示の高 度化等による歩行空間のバ

リアフリー化を推進する。 

また、 、危険 、 の高い横断歩道やバス 所 の駐車 りを 化する。 

中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課 県警察交通指導課 

県警察交通 課  
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道 交通安全対策 
中項目 

高速道路の更なる活用 進による生活道路との

機能分化【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

高速自動車国道等か 生活道路に る道路 ト ークを 系的に整備し、道路の適切な機能分化を推進す

る。 

ア 道路 ト ークの整備

高規 道路等の整備を推進し、道路種 に応 た適切な交通 を分 できる道路 ト ーク 成に め、

道路の適切な機能分化を推進する。 

イ 歩行者、自転車中心の生活道路【重点対策】

高速自動車国道等、事故率の低い道路利用を 進する一 、生活道路において 、車 速度や通り け車

を抑制し、歩行者、自転車中心の道路交通の 成に める。 

中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 道路 課 県 課 

県警察交通 課 道路 中国

道 交通安全対策 
中項目 

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

事故危険箇所を め 事故率の高い区間や、 の交通安全実績を踏ま た区間を優先的に 定し、対策立

で 「成果を上 る ント」を推進するとともに、 ー データ等の データを活用した

的危険箇所の対策など、きめ か 効率的な事故対策を推進する。 

また、高速自動車国道等 において 、交通安全施設等の整備を計画的に進めるとともに、適切な道路の維持

管理 道路交通情報の提供等を積極的に推進し、安全 の維持、向上を図る。 

さ に、一 道路に 安全 の高い高速自動車国道等の利用 進を図るほか、特に高齢者 転者にわかりや

すい 防止対策に り組 。 

（ 高速自動車国道等と 、高速自動車道と れに 行する一 国道の自動車 用道を示す。） 

ア 事故 プラン（事故危険区間重点 戦）の推進【重点事項】

の交通事故が多発している区間、 年、重大交通事故が発生した区間等、危険な箇所を交通事故デー

タや の 等 者の 見を に「事故危険区間（54箇所 として 定し、効率的・計画的に交通安全施

策を実施する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

道 交通安全対策 
中項目 

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

イ 事故危険箇所対策の推進

道路管理者と公安委員会が に連携し、 事故率の高い幹線道路の区間及び交差点について 定してい

る「交通事故危険箇所」において道路標識高 度化等、集中的な交通事故抑止対策を る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ） 

【交通事故重点対 事業】 

松江国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 473 168 

二 種 事 業  52 

合 計 482 220 

浜田河川国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 260 215 

二 種 事 業 15 22 

合 計 275 237 

一種事業 道路管理者が行う交通安全事業の中で に道路の改良に関する事業で、 的に 歩道、歩行者

用道路、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者 用道路、横断歩道 、 横断歩道、中 、交差

点改良、視 の改良、車 車 、路 の改良、登坂車線及び 車線等の事業

二種事業 道路管理者が行う交通安全事業の中で に道路 物及び区画線の設置に関する事業で、 的

に 道路照明、防護柵、道路標識、視線 標、道路 、自転車駐車場、道路情報提供装置、区画線、

自動車駐車場及び 点標等の事業

ウ 幹線道路における交通規制

一 道路について 、道路 、交通安全施設の整備 、交通 、交通事故の発生 等を勘 しつつ、

交通規制の見直しを行い、その適 化を図る。 

新規供用の高速自動車国道等について 、道路 、交通安全施設の整備 等を勘 し、適 な交通規制

を実施するとともに、既供用の高速自動車国道等について 、交通 の 動、道路 の改良 等を総合的

に勘 して交通実 に即した交通規制を推進する。また、交通事故発生 、 良等の交通障 発生 に 、

その に即して 交通規制を 速かつ的確に実施し、二 事故の防止を図る。 

（ 県警察交通 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

イ 事故危険箇所対策の推進

道路管理者と公安委員会が に連携し、 事故率の高い幹線道路の区間及び交差点について 定してい

る「交通事故危険箇所」において道路標識高 度化等、集中的な交通事故抑止対策を る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ） 

【交通事故重点対 事業】 

松江国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 473 168 

二 種 事 業  52 

合 計 482 220 

浜田河川国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 260 215 

二 種 事 業 15 22 

合 計 275 237 

一種事業 道路管理者が行う交通安全事業の中で に道路の改良に関する事業で、 的に 歩道、歩行者

用道路、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者 用道路、横断歩道 、 横断歩道、中 、交差

点改良、視 の改良、車 車 、路 の改良、登坂車線及び 車線等の事業

二種事業 道路管理者が行う交通安全事業の中で に道路 物及び区画線の設置に関する事業で、 的

に 道路照明、防護柵、道路標識、視線 標、道路 、自転車駐車場、道路情報提供装置、区画線、

自動車駐車場及び 点標等の事業

ウ 幹線道路における交通規制

一 道路について 、道路 、交通安全施設の整備 、交通 、交通事故の発生 等を勘 しつつ、

交通規制の見直しを行い、その適 化を図る。 

新規供用の高速自動車国道等について 、道路 、交通安全施設の整備 等を勘 し、適 な交通規制

を実施するとともに、既供用の高速自動車国道等について 、交通 の 動、道路 の改良 等を総合的

に勘 して交通実 に即した交通規制を推進する。また、交通事故発生 、 良等の交通障 発生 に 、

その に即して 交通規制を 速かつ的確に実施し、二 事故の防止を図る。 

（ 県警察交通 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

重大交通事故の 発防止

交通 事故を め、社会的に大きな を る重大交通事故が発生した場合 、速やかに 箇所の

道路交通環境等発生の 因について するとともに、発生 因に した所 の対策を に る とによ

り、 事故と な交通事故の 発防止を図る。 

また、重大交通事故発生現場における現 検 会の 果等を する とにより、 の道路交通環境の改

を図る き危険箇所を発見し、重大交通事故の 発を防止するための な 置を る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ） 

適切に機能分 された道路 の整備

高速自動車国道等か 生活道に る ト ークを 系的に整備するとともに、通 交通の と交通の効

果的な分 、 種交通の分 を図り、道路 のない円滑で安全な交通環境を確保するための整備を推進する。 
ア 高速自動車国道等

安全 が高い高速自動車国道等の整備を 進し、一 道路の事故の減 を図る。
イ 管理道路

一 国道432号【大 バイ ス】、（ ）浜田 重 線【 工区】などの整備 進を図る。
ウ 道

物 の合理化を図るため、 道の新設 既設 道の改良による整備を行う。
道
道機能の向上を図り、安全な自動車 行を確保するため、改良・ 装事業を行う。

中国 局 国道 ・ 国道 県 課 県 課 県道路建設課 県 道路 課 

県 課 道路 中国

高速自動車国道等における事故防止対策の推進

ア 事故多発区間のう に対策を実施す き箇所について 、事故 因の な分析を行い、 標

識、路面標示、 装の整備等を重点的に実施する。

イ 道路 上 に分 されていない区間について 、対向車線 の しによる重大事故を防止するた

め、高視 ストコーン、高視 区画線の設置による 分 施設の視 向上、 路面標示の設

置等の分 対策の 化を図る。

ウ 及び歩行者、自転車等の立 り事 による事故を防止するための、連絡等施設 で 標識や路面

標示の整備、情報 による効果的な対策の拡充に 、サー ス リア等における 発活動を行う スター

等の 示により安全 発を図る。

区間における 事故防止を図るため、情報 の効果的な活用を推進するほか、 車等により

最 の を行う。

事故発生 の ・ 活動を するため の活用及び高速自動車国道における リコプター

による ・ 活動を する。

転やイライラ 転を防止し、安全で 適な自動車 行に資するより良い 行環境の確保を図るた

め、事故や故障による 車車 の 期 による 対策、 施設の を推進する。

道路利用者の多 な ー に た 、道路利用者 適切な道路交通情報を提供する道路交通情報通信 ス

（VICS）およびＥＴＣ2.0等の整備・拡充を図るとともに、 の 及び利用者サー スの向上を図る

ため、携 電 、インター ト等 及している情報通信を活用し即 に道路交通情報提供を行う利用

者サー スの向上等を推進する。

ク 二 的交通事故防止対策の推進

車 故障 し 交通事故により 止中の車 か 車し、 車 にとどまった 転者等が に う

交通事故が を たない とか 車 故障等で 転が となった場合における ー ールの 等の

安全な場所 の や 止 示 の 示等の 置について、 報 発活動や交通安全 を推進する。 

中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県 道路 課 県警察交通 課 

道路 中国  

道 交通安全対策 
中項目  

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

改 等による交通事故対策の推進

ア 高速自動車国道等

高速自動車国道等の （令和５年４ １日現 ）

計画路線 長（ ） 
供用 長（ ） 供用率（ ） 

令和４年度現  令和５年度計画 令和４年度現  令和５年度計画 

289 222 235 77 81 

イ 管理道路

歩行者及び自転車利用者の安全確保を図るため道路改 に せた歩道の新設、拡幅等を（ ）松江 線

を始めとする 路事業や道路改 事業により計画的に実施する。 

事業  

（実施事業・工種） 

令和４年度実績 令和５年度計画 

事業  事業 （百万円） 事業  事業 （百万円） 

道路改 事業（道路 設課） 181工区 18 147 138工区 11 028

路 事 業（ 計画課） 工区 1 855 工区 1 625

計 20 002 12 653

事業 年度実施箇所 （ 及び の全て）である。

ウ 道

道の通行の安全を確保するため、新設・改良及び交通安全施設の整備を行う。

道の新設・改良及び交通安全施設の整備

事業  
令和４年度実績 令和５年度計画 

事業  事業 （百万円） 事業  事業 （百万円） 

一 道整備事業 ４ 区 391 ４ 区 460

基幹 道整備事業 ４ 区 539 ５ 区 374

るさと 道整備事業 区 119 区 20

道保全対策事業 18 区 829 22 区 730

計 28 区 1 878 33 区 1 584

道

道の通行の安全を確保するため、改良・ 装事業を行うとともに、交通安全施設の整備を行う。

道の改良、 装及び交通安全施設の整備

事業 （事業 ） 
令和４年度実績 令和５年度計画 

事業  事業 （百万円） 事業  事業 （百万円）

道改良事業（ ） 路線 178 路線 150

道 装事業（ ） １路線 10 １路線 14

計 10路線 188 路線 164

中国 局 国道 ・ 国道 県 課 県 課 県道路建設課 県 道路 課 

県 課 道路 中国
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道 交通安全対策 
中項目  

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

改 等による交通事故対策の推進

ア 高速自動車国道等

高速自動車国道等の （令和５年４ １日現 ）

計画路線 長（ ） 
供用 長（ ） 供用率（ ） 

令和４年度現  令和５年度計画 令和４年度現  令和５年度計画 

289 222 235 77 81 

イ 管理道路

歩行者及び自転車利用者の安全確保を図るため道路改 に せた歩道の新設、拡幅等を（ ）松江 線

を始めとする 路事業や道路改 事業により計画的に実施する。 

事業  

（実施事業・工種） 

令和４年度実績 令和５年度計画 

事業  事業 （百万円） 事業  事業 （百万円） 

道路改 事業（道路 設課） 181工区 18 147 138工区 11 028

路 事 業（ 計画課） 工区 1 855 工区 1 625

計 20 002 12 653

事業 年度実施箇所 （ 及び の全て）である。

ウ 道

道の通行の安全を確保するため、新設・改良及び交通安全施設の整備を行う。

道の新設・改良及び交通安全施設の整備

事業  
令和４年度実績 令和５年度計画 

事業  事業 （百万円） 事業  事業 （百万円） 

一 道整備事業 ４ 区 391 ４ 区 460

基幹 道整備事業 ４ 区 539 ５ 区 374

るさと 道整備事業 区 119 区 20

道保全対策事業 18 区 829 22 区 730

計 28 区 1 878 33 区 1 584

道

道の通行の安全を確保するため、改良・ 装事業を行うとともに、交通安全施設の整備を行う。

道の改良、 装及び交通安全施設の整備

事業 （事業 ） 
令和４年度実績 令和５年度計画 

事業  事業 （百万円） 事業  事業 （百万円）

道改良事業（ ） 路線 178 路線 150

道 装事業（ ） １路線 10 １路線 14

計 10路線 188 路線 164

中国 局 国道 ・ 国道 県 課 県 課 県道路建設課 県 道路 課 

県 課 道路 中国
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道 交通安全対策 
中項目 

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

ク 交通安全施設等の高度化

ア 信号機

交通の実 、交通事故の発生 を 分に 分析し、 に が高い場所に信号機を設置するととも

に、既設信号機について 信号柱の集 などの設置 の合理化や交通環境の 化に応 た見直しを図る。 

信号機の集中制御化、系統化、速度感応化、多現示化、 感応化等の高度化を推進し、交通 の 化

に合理的に対応する。 

イ 道路標識等交通安全施設

道路 や交通 、交通事故の発生 等、交通実 を 分に し、交通の安全を確保するため、道路

標識の高 度化等の交通安全施設の整備を推進するほか、 の低 した交通安全施設の合理化によっ

て、 に の高い箇所 の交通安全施設の整備を推進する。

また、経年 化等により視 の低 した交通規制標識及び標示を計画的に補修し、標識･ 示の適切な

維持管理に める。 

そのほか、道路の 、交通の 等に応 て、自動車の 置や目的 までの を に確 るよ

うにするための スト（ 点標）の整備を推進する。 

また、 として多発している 間 事故に対 するため、道路照明・視線 標等の設置による 間

事故対策を推進する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 ⑷ 交通安全施設等整備事業の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

社会資本整備重点計画に基づき、歩行者及び自転車利用者の保護を最重点に自転車歩行者道の整備を始め、交

差点改良の推進、道路照明、防護柵、道路情報提供装置等の整備と、区画線の更新等を積極的に実施するととも

に、高齢者、障がい者等の移動が円滑になるようバリアフリー化の推進を行う。 

また、歩道の設置を伴う既存道路の拡幅工事、駐車場の設置、登坂車線等の道路事業を計画的に実施する。 

【交通安全施設等整備事業の推進】 

◯ 松江国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 276 269 

二 種 事 業 48 530 

合 計 324 799 

◯ 浜田河川国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 554 664 

二 種 事 業 34.4 134 

合 計 588.4 798 

ア 交通安全施設等の戦略的維持管理

平成 25 年に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において策定された「インフラ長寿

命化基本計画」等に即して、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコス

トの削減等を推進する。 

横断歩行者優先の前提となる横断歩道の道路標識･標示が破損、滅失、褪色、摩耗等の理由により、その効果

が損なわれないよう、効率的かつ適切な管理を行う 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

イ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進

「ゾーン30」による低速度規制と物理デバイス等の適切な組合せによる「ゾーン30プラス」の整備につい

て、道路管理者と公安委員会が連携して速度抑制対策の充実を図る等の面的かつ総合的な交通対策を推進する

とともに、通学路や未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路における安全･安心な歩行空間の確

保を図るほか、道路標識や道路標示などの交通安全施設の整備を行う。 

また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等による歩行者・自転車の安

全な通行空間を確保する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県警察交通 課 ）

ウ 幹線道路対策の推進

幹線道路の機能の維持向上のため、信号機の制御設定の計画的な見直し等を推進するとともに、信号機の集

中制御化、系統化、感応化、多現示化等の高度化を推進するともに、信号機等老朽化した交通安全施設につい

ての計画的な更新補修を推進し、重大交通事故の防止などの交通の安全と円滑を確保する。 

また、交通事故が特定の区間に集中して発生する幹線道路の事故危険箇所において、事故データの客観的な

分析による事故原因の検証に基づき、交通信号機の改良、交差点改良等総合的な対策を実施する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県警察交通 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 ⑷ 交通安全施設等整備事業の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

社会資本整備重点計画に基づき、歩行者及び自転車利用者の保護を最重点に自転車歩行者道の整備を始め、交

差点改良の推進、道路照明、防護柵、道路情報提供装置等の整備と、区画線の更新等を積極的に実施するととも

に、高齢者、障がい者等の移動が円滑になるようバリアフリー化の推進を行う。 

また、歩道の設置を伴う既存道路の拡幅工事、駐車場の設置、登坂車線等の道路事業を計画的に実施する。 

【交通安全施設等整備事業の推進】 

◯ 松江国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 276 269 

二 種 事 業 48 530 

合 計 324 799 

◯ 浜田河川国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 554 664 

二 種 事 業 34.4 134 

合 計 588.4 798 

ア 交通安全施設等の戦略的維持管理

平成 25 年に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において策定された「インフラ長寿

命化基本計画」等に即して、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコス

トの削減等を推進する。 

横断歩行者優先の前提となる横断歩道の道路標識･標示が破損、滅失、褪色、摩耗等の理由により、その効果

が損なわれないよう、効率的かつ適切な管理を行う 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

イ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進

「ゾーン30」による低速度規制と物理デバイス等の適切な組合せによる「ゾーン30プラス」の整備につい

て、道路管理者と公安委員会が連携して速度抑制対策の充実を図る等の面的かつ総合的な交通対策を推進する

とともに、通学路や未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路における安全･安心な歩行空間の確

保を図るほか、道路標識や道路標示などの交通安全施設の整備を行う。 

また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等による歩行者・自転車の安

全な通行空間を確保する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県警察交通 課 ）

ウ 幹線道路対策の推進

幹線道路の機能の維持向上のため、信号機の制御設定の計画的な見直し等を推進するとともに、信号機の集

中制御化、系統化、感応化、多現示化等の高度化を推進するともに、信号機等老朽化した交通安全施設につい

ての計画的な更新補修を推進し、重大交通事故の防止などの交通の安全と円滑を確保する。 

また、交通事故が特定の区間に集中して発生する幹線道路の事故危険箇所において、事故データの客観的な

分析による事故原因の検証に基づき、交通信号機の改良、交差点改良等総合的な対策を実施する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県警察交通 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 交通 全施 等整備 業の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

エ 交通円滑化 策の推進

交通 全に資するため、 機の改 、交 の 体化、分かりやすい 内 の 、 間の交通 に

じた 要な の の 等を推進するほか、 用物 の 、道路の り しの 制など

道路使用の適 化や 車 策を実施することにより、交通 の 大を図るとともに、 自動車からの

化 の 制を推進する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県警察交通 課 ）

道路交通システム（ＩＴＳ ）の推進による 全で 適な道路交通環境の実現

交通情報の 分 提供や交通状況に した 制 の 道路に る交通の規制を 域的か

的に行うため、交通 制エリアの 大を め、交通 制システムの充実・改 を図る。 

交通実 に じた 制 の 化や新交通 システム（ Ｔ Ｓ ）

の整備推進により、情報 ・提供環境を 充し、道路交通情報提供の充実等を図る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）

カ 道路交通環境整備への の促進

「 ・ 機 」（はが 、インターネ ト等を利用し 、地域 や 転者等道路利用者から道

路 等に関する を るもの。）等を活用し、地域 等が日 じ いる を取り入 、交通 全

施 の整備や 策を実施する。 

・ 「道の 」の活用

・ 地域 の現 の実施

(ア) 道路 者、交通 者及び地域 や道路利用者の 体的な のもと、「交通 全 」「通 路交

通 全 ラム」とし 道路環境の を行い、行 と など地域が 体となった取り組 を通じ 交

通の 全確保を図る。 

(イ) 大交通 時や に い 、地域内の交通関 団体や の を た現 を実施

し地域 の を さ た道路交通環境の整備を図る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

等の活用

「 県道路交通環境 全推進 」等の を活用し、 者のアドバイスを 、施

策の企 、 、進行 等に関し を行い、的確か 実に 全な道路交通環境の実現を図る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 者等の 動 の確保・充実

大項目 １ 道路交通環境の整備 

市町村と し、市町村に る地域公共交通のマスター ランの など、地域課題の解決に資する新たな

取組を支援し、 者を めとする地域 の 動 の確保 充実を推進する。 

（ 県交通 課 ）

道 交通安全対策 
中項目 行者 間の ニバーサ デ イン化

大項目 １ 道路交通環境の整備 

者や がい者等を め 全 の が 全に、 し し活動で る を実現するため、 の い

道・自転車 行者道の整備や 道の ・ ・ 配の改善、乗 自動車 （バス ）の整備、 化、

がい者 導用ブ クの整備等による 行 間の 的・ 的な ニバーサ デ イン化を推進する。 

また、バリア リー化を めとする 全 な 行 間を整備する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 化の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

全で 適な通行 間の確保、道路の 性の向上、 な の 、情報通 ネ ト ークの 性の向

上、 の から、道路の新 等を行う に同時整備を推進するとともに、 共同 の 等

コスト の導入によるコスト 減を図るほか、地上機 の 化による 行者の 全性確保などの取組を推

進する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 者等の 動 の確保・充実

大項目 １ 道路交通環境の整備 

市町村と し、市町村に る地域公共交通のマスター ランの など、地域課題の解決に資する新たな

取組を支援し、 者を めとする地域 の 動 の確保 充実を推進する。 

（ 県交通 課 ）

道 交通安全対策 
中項目 行者 間の ニバーサ デ イン化

大項目 １ 道路交通環境の整備 

者や がい者等を め 全 の が 全に、 し し活動で る を実現するため、 の い

道・自転車 行者道の整備や 道の ・ ・ 配の改善、乗 自動車 （バス ）の整備、 化、

がい者 導用ブ クの整備等による 行 間の 的・ 的な ニバーサ デ イン化を推進する。 

また、バリア リー化を めとする 全 な 行 間を整備する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 化の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

全で 適な通行 間の確保、道路の 性の向上、 な の 、情報通 ネ ト ークの 性の向

上、 の から、道路の新 等を行う に同時整備を推進するとともに、 共同 の 等

コスト の導入によるコスト 減を図るほか、地上機 の 化による 行者の 全性確保などの取組を推

進する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 効 的な交通規制の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 地域の 性に じた交通規制

自動車交通を う 道路と 行者中 の 活道路等、 の利用実 に じた交通規制を推進するととも

に、「 ーン 0」による 規制と物 デバイス等の適 な組 による「 ーン 0 ラス」の整備に い

、道路 者と し 制 策の充実を図るほか、通 路や を中 に 供が日 的に 団で

動する 路等に る 全・ な 行 間を確保するため 的な交通規制を実施する。 

イ 全で機 的な 市交通確保のための交通規制

全で機 的な 市交通を確保するため、 的に 市 に る交通規制を推進し、交通流・ の適 な

配分・ 導を図る。 

ウ 交通実 の 化等に した交通規制の推進及び道路交通環境の なる改善

道路整備、地域 、 業施 の新 等による交通 情の 化を的確に し 、 ト・ ード両 での

的な 策を実施するとともに、 、 車、 制 等の交通規制に い 、実 、路上 車実

、交通 等の地域の交通実 及び地域 、道路利用者等の も まえ、 的な しを推進する。 

規制に い は、「 県 」を まえ、 要な 道路に い は、道路環境や

道路構 、実 、交通 状況等を し 、規制 の しや規制 の 等を 的

に推進するとともに、 活道路に い は、 制 策を積 的に推進する。 

（ 県警察交通 課 ）

道 交通安全対策 
中項目 自転車利用環境の 的整備 項

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 全で 適な自転車利用環境の整備

公 と道路 者が し 、自転車の 全な通行環境を整備する。

また、自転車が 行 な の い 道である自転車 行者道、路 のカラー 化や の 等、

的に自転車利用環境を整備する。 

自転車専用通行帯上の 車 取 りを実施する。 

イ 自転車等の 車 策の推進

自転車の 全利用の促進及び自転車等の 車 策の 的推進に関する （ ）に

、自転車等の 車 策を 的に推進する。 

ウ 大規 自転車道の整備

地域のニー を まえ、 施 を 効利用し、交通の 全を確保し、 活動の 大に した や自

に しめる大規 自転車道の整備を推進する。 

中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課 県警察交通指導課 

県警察交通 課

道 交通安全対策 
中項目 道路交通システム（ＩＴＳ）の活用

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 道路交通情報通 システムの整備

リア タイムでの渋滞情報、交通規制の状況等の道路交通情報を提供するＶＩＣＳの整備・ 充を推進するた

め、 ビーコンを整備するとともに、情報提供の充実を図る。 

（ 中国 通 局 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）

イ 新交通 システムの推進

交通 制 ンターを中 に、 の車両等との 向通 が な ビーコンを 体とし 交通流・ を

的に することにより、 な交通情報提供、公共車両の優先通行、交通公 の 減、 全 転の支援、

行者の 全確保等を図り、交通の 全及び 適性を確保しようとする Ｔ Ｓの構 に 、システムの

充実等を推進する。 

（ 県警察交通 課 ）

ウ 交通 のための 転支援システムの推進

交通 制システムのイン ラ等を利用し 、 転者に し の交通状況をリア タイムに情報提供する

ことにより、 要 に する を促し、交通 の を図る 全 転支援システムの整備促進を図る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）

エ ＥＴＣ2.0の

ＥＴＣの通 を ースとしたＥＴＣ2.0サービスの 及を 体となっ する。

ＥＴＣ2.0 サービスにより、ＥＴＣに え 渋滞 支援、 全 転支援、 時の支援といった情報提供サー

ビスを実現する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 道路  ）

道路 送 業に る 情報化の推進

環境に配慮した 全か 円滑な自動車の 行を実現するため道路 送 業に い 実 実 等の実施

を まえ、ＩＴＳ を活用した、システム等の整備を推進し、公共交通機関の利用促進や物流の効率化を進め

る。 

（ 中国運輸局 運輸 局 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 道路交通システム（ＩＴＳ）の活用

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 道路交通情報通 システムの整備

リア タイムでの渋滞情報、交通規制の状況等の道路交通情報を提供するＶＩＣＳの整備・ 充を推進するた
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（ 中国 通 局 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）

イ 新交通 システムの推進

交通 制 ンターを中 に、 の車両等との 向通 が な ビーコンを 体とし 交通流・ を

的に することにより、 な交通情報提供、公共車両の優先通行、交通公 の 減、 全 転の支援、

行者の 全確保等を図り、交通の 全及び 適性を確保しようとする Ｔ Ｓの構 に 、システムの

充実等を推進する。 

（ 県警察交通 課 ）

ウ 交通 のための 転支援システムの推進

交通 制システムのイン ラ等を利用し 、 転者に し の交通状況をリア タイムに情報提供する

ことにより、 要 に する を促し、交通 の を図る 全 転支援システムの整備促進を図る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）

エ ＥＴＣ2.0の

ＥＴＣの通 を ースとしたＥＴＣ2.0サービスの 及を 体となっ する。

ＥＴＣ2.0 サービスにより、ＥＴＣに え 渋滞 支援、 全 転支援、 時の支援といった情報提供サー

ビスを実現する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 道路  ）

道路 送 業に る 情報化の推進

環境に配慮した 全か 円滑な自動車の 行を実現するため道路 送 業に い 実 実 等の実施

を まえ、ＩＴＳ を活用した、システム等の整備を推進し、公共交通機関の利用促進や物流の効率化を進め

る。 

（ 中国運輸局 運輸 局 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 ⑾ 交通需要マネジメントの推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 公共交通機関利用の促進

(ア) 道路交通の混雑が著しい道路でのバス優先・専用レーンなどの交通規制や公共車両優先システム（ Ｔ Ｓ）

などの整備、コミュニティバスの導入など公共交通機関の利用促進を図る。 

また、鉄道、バス、タクシー等の公共交通機関の確保・維持・改善を図るための施策を推進するほか、新

たなモビリティサービスである Ｓ等の地域課題の解決に資する取組への支援など、地域の状況に適った

公共交通機関への転換・活性化を図り利用を促進する。 

さらに、公共交通機関の乗り継ぎ改善等によるシームレスな公共交通の実現を促すことにより、利用者の

利便性向上を図る。 

(イ) ノーマイカーデー、パークアンドライド等を推進し、マイカー通勤から鉄道・バス等の公共交通機関への

転換による円滑な道路交通の実現を図る。 

また、マイカー利用を自粛する取組の促進するため、毎月１日、20日を車の利用を控える「ノーマイカー

デー」とするとともに、環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用を行う「エコドライブ」の推進に全県的に

取り組むこととし、県をはじめ県内の市町村や企業及び団体等とともに推進する。 

（ 県交通 課 県 課 県警察交通 課 ）

イ 貨物自動車利用の効率化

共同配送システムの構築等による貨物自動車の積載率向上などの取組により輸送や物流の効率化の促進を

図る。 

（ 県交通 課 県 課 ）

ウ 交通需要の平準化

交通需要のピーク時間帯の交通を分散するため、渋滞情報等の交通情報提供の充実を図る。

（ 県交通 課 県 課 県警察交通 課 ）

道 交通安全対策 
中項目  

災害に備えた道路交通 の整備 

【重点事項】 大項目  道路交通 の整備 

災害に備えた道路の整備

大規 地 発生時の 災地の 活動や緊急 資 に な緊急 道路を確保するため 緊急

道路の の 強 を推進する。 

〇 管理道路の の 強  

令和4年度実績 令和５年度計画（予定） 

事  

（路 ）

事  

（ ） 

 

（ ） 

事  

（路 ）

事  

（ ） 

 

（ ） 

17 27 1,409   9   

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 道路 課 県 課 ）

イ 災害に強い交通安全施設等の整備推進

道路 の保全、道路 に する交通の危険防止、災害時等の緊急時における道路状 の かつ的

確な を目的として、交通管制 ン ーの高度化と機 の 化、道路管理用 （ＣＣＴＶ）の整

備を推進する。 

また、災害発生時の に する 機の機 止による を防止するため、予備 として自動

動 機 置や 用 、 発動発 機の整備と な 管理を推進するととも

に、 発動発 機等の確保について関係機関・団体、 間 等との協力関係の を図る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）

災害発生時における交通規制

災害発生時は、 災地 の車 の 制等の交通規制を かつ的確に実施するとともに、大規 災害発

生時には、緊急交通路を確保するため、災害 和36 年 223 に く緊急通行車 以

の車 通行 止規制を実施する。 

また、道路交通の を 小 に えるため的確な 回路指 ・ を行うとともに情 を する道路情

等の整備を推進する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

エ 災害発生時における情 の充実

災害発生に う通行止め等の道路交通規制情 を に し、道路利用者 道路交通情 やイン ー

等を活用した情 の充実を図る。 

また、通行止め等の災害時における道路交通規制情 の り について、道路管理者等の関係機関及び

道関係者間で き続き検 を進める。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 道路  ）
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道 交通安全対策 
中項目  

災害に備えた道路交通 の整備 

【重点事項】 大項目  道路交通 の整備 

災害に備えた道路の整備

大規 地 発生時の 災地の 活動や緊急 資 に な緊急 道路を確保するため 緊急

道路の の 強 を推進する。 
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令和4年度実績 令和５年度計画（予定） 
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（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 道路 課 県 課 ）

イ 災害に強い交通安全施設等の整備推進

道路 の保全、道路 に する交通の危険防止、災害時等の緊急時における道路状 の かつ的

確な を目的として、交通管制 ン ーの高度化と機 の 化、道路管理用 （ＣＣＴＶ）の整

備を推進する。 

また、災害発生時の に する 機の機 止による を防止するため、予備 として自動

動 機 置や 用 、 発動発 機の整備と な 管理を推進するととも

に、 発動発 機等の確保について関係機関・団体、 間 等との協力関係の を図る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）

災害発生時における交通規制

災害発生時は、 災地 の車 の 制等の交通規制を かつ的確に実施するとともに、大規 災害発

生時には、緊急交通路を確保するため、災害 和36 年 223 に く緊急通行車 以

の車 通行 止規制を実施する。 

また、道路交通の を 小 に えるため的確な 回路指 ・ を行うとともに情 を する道路情

等の整備を推進する。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

エ 災害発生時における情 の充実

災害発生に う通行止め等の道路交通規制情 を に し、道路利用者 道路交通情 やイン ー

等を活用した情 の充実を図る。 

また、通行止め等の災害時における道路交通規制情 の り について、道路管理者等の関係機関及び

道関係者間で き続き検 を進める。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 道路  ）
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道 交通安全対策 
中項目 総合的な 車 の推進【重点事項】

大項目  道路交通 の整備 

きめ やかな 車規制の推進
道路 、交通実態、 車 要等の変化に い、より良 な 車 を確立するため、時間、 、 等

による交通 ・ の変化等の時間的 点と、道路の 間 との交通 や道路 の特性等の場 的 点の
から、 中の車 に係る 車規制の しをはじめ、 の時間及び場 に応じたきめ かな 車規

制を推進する。 
（ 県警察交通 課 ）

イ 車 の推進
質性 危険性 性の高い に重点指向し、地域の実態に応じた取 りを推進する。

イ 交通事故の とな た 車 や、常習的な 等 質な 車 については、運転者の責任 及を徹
底する
他 、運転者責任を 及できない 置車 については、 用者の責任を 及する。 

（ 県警察交通指導課 ）

車を しようとする機運の醸成
発活動の推進
車の 及び自動車の保管場 の確保等に関し、 の 的な 発活動を行う。

イ 地域交通安全活動推進 員制度の活性化
地域交通安全活動推進 員による 的な 活動等により、 の理解・協力を得ながら 車

の機運醸成を図る。 
（ 県警察交通 課 ）

道 交通安全対策 
中項目 道路交通情 の充実【重点事項】

大項目  道路交通 の整備 

情 ・ 体制の充実
化する道路利用者の ー に たえて道路利用者に し必要な道路交通情 を する とにより、安

全かつ な道路交通を確保するため、 イ ー ーク等の たな情 を活用しつつ、交通
、路 通 ス ム、車 、交通情 、道路情 置等の整備による情 ・ 体

制の充実を図る。 
（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

イ 高度交通 ス ム（ＩＴＳ）を活用した道路交通情 の高度化
高度交通 ス ム（ＩＴＳ）の一 として、運転者に 状 等の道路交通情 を するＶＩＣＳやＥＴＣ2.0の

整備 充を 的に図る とにより、交通の を図り、交通 を解 し、交通の安全と 化を推進す
る。 

（ 中国 局 国道 ・ 国道 県警察交通 課 ）

かりやすい道路交通 の確保
時間別・車 別等の交通規制の実効を図るための 性・ 性に た規制 識の整備 びに利用者の
ー に即した系 的で かりやすい 内 識及び中 変 ス ムの整備を推進する。 
また、主要な 道路の交 点及び交 点 近において、ルー 等を用いた 内 識の設置を推進する

とともに、地図を活用した の実施等により、 化の進 の 応に努める。 
（ 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 

交通安全に する道路交通 の整備 

【重点事項】 大項目  道路交通 の整備 

道路の 用及び 用の 正化等

道路 及び道路交通 の規定に く 用（ 用）許 の 正な運用を図る。

また、道路 用許 の 行、 用 等の 管理の 正化を図る。

道路の 用及び 用の 正化

の設置、 事等のための道路の 用及び 用の許 に当た ては、道路の を保全し、安全かつ

な道路交通を確保するために 正な運用を行うとともに、許 の 行、 用 等の 管理の

正化について指導する。 

イ 用 の

道路交通に を える 用 等については、 地を重点として、実態 、強力な指導により

の に努める。 

用 等を一 するため 道路 い 間 等を中心に、 を めとする道路利用者に

し、 発活動を 的に行う。 

歩道の自転車、 等の置場化、 用 の を図る。

行 指導 は を り し、 しない 質なものは、行 行等の強行 置を行う。

については、路上 等の 用 に するものは、 させるよう 者に して

指導を行う。

道路の り しの 制等

道路の り しを う 用 事については、 な り しと 事に う交通事故・ を防止するた

め、施 時期や施 を 整する。 

エ の地中化 進

良 な 観の 成、安全で な道路交通や良 な歩行 間の確保等を図るため、道路地下 間を活用し

た イ ーや を 容する 共 の整備 進を図る。 

（ 中国 局 国道 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

イ 施設等の整備 進

運転に う交通事故防止や近年の高 運転者等の に 応して、 間の一 道路において しの

ための 車 や ー ン 、道の 等の 施設等の整備を 的に推進する。 

（ 中国 局 国道 国道 県道路維持課 ）

道路 に く通行の 止 は制

道路を保全し、交通の危険を防止するため、や を得ないと めら る場合には、 かつ的確に通行の

止 は制 を行う。 

（ 中国 局 国道 国道 県道路維持課 ）

エ 地域に応じた安全の確保

交通の安全は地域に した で る とから、地域の人 の ー や道路の利用実態等を し、 の

特性に応じた道路交通 の整備を行う。 

また、 特別地域においては 期の安全な道路交通を確保するため、 の 化、 機

の ンの 良等を推進するとともに、 ・ 路 として 時 な や 防

止 の実施、交 点等における 施設等の整備、 、 ーン 場等の整備を推進する。 

さらに、安全な道路交通の確保に資するため、 ・路 状 等を し、道路利用者に する道路情

置等の整備を推進する。 

（ 中国 局 国道 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 

交通安全に する道路交通 の整備 

【重点事項】 大項目  道路交通 の整備 

道路の 用及び 用の 正化等

道路 及び道路交通 の規定に く 用（ 用）許 の 正な運用を図る。

また、道路 用許 の 行、 用 等の 管理の 正化を図る。

道路の 用及び 用の 正化

の設置、 事等のための道路の 用及び 用の許 に当た ては、道路の を保全し、安全かつ

な道路交通を確保するために 正な運用を行うとともに、許 の 行、 用 等の 管理の

正化について指導する。 

イ 用 の

道路交通に を える 用 等については、 地を重点として、実態 、強力な指導により

の に努める。 

用 等を一 するため 道路 い 間 等を中心に、 を めとする道路利用者に

し、 発活動を 的に行う。 

歩道の自転車、 等の置場化、 用 の を図る。

行 指導 は を り し、 しない 質なものは、行 行等の強行 置を行う。

については、路上 等の 用 に するものは、 させるよう 者に して

指導を行う。

道路の り しの 制等

道路の り しを う 用 事については、 な り しと 事に う交通事故・ を防止するた

め、施 時期や施 を 整する。 

エ の地中化 進

良 な 観の 成、安全で な道路交通や良 な歩行 間の確保等を図るため、道路地下 間を活用し

た イ ーや を 容する 共 の整備 進を図る。 

（ 中国 局 国道 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）

イ 施設等の整備 進

運転に う交通事故防止や近年の高 運転者等の に 応して、 間の一 道路において しの

ための 車 や ー ン 、道の 等の 施設等の整備を 的に推進する。 

（ 中国 局 国道 国道 県道路維持課 ）

道路 に く通行の 止 は制

道路を保全し、交通の危険を防止するため、や を得ないと めら る場合には、 かつ的確に通行の

止 は制 を行う。 

（ 中国 局 国道 国道 県道路維持課 ）

エ 地域に応じた安全の確保

交通の安全は地域に した で る とから、地域の人 の ー や道路の利用実態等を し、 の

特性に応じた道路交通 の整備を行う。 

また、 特別地域においては 期の安全な道路交通を確保するため、 の 化、 機

の ンの 良等を推進するとともに、 ・ 路 として 時 な や 防

止 の実施、交 点等における 施設等の整備、 、 ーン 場等の整備を推進する。 

さらに、安全な道路交通の確保に資するため、 ・路 状 等を し、道路利用者に する道路情

置等の整備を推進する。 

（ 中国 局 国道 国道 県道路維持課 県警察交通 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴

段階的かつ体系的な交通安全教育等の推進 

【重点事項】 大項目 ２ 交通安全意識の普及徹底 

児に する交通安全教育の推進

児に しては、 的な交通ルールや交通マナー及び 常生活において安全に道路を通行するために必要

な 的 識・ の習得に向け、 、保育 、 定 ども 、保 者等と連携し、 覚教 等を活用

した交通安全教 や交通安全 イ ーによる発達段階に応じた交通安全教育を実施するとともに、関係機

関・団体と連携し、通 路における定期的な安全指導や安全点検を実施する。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 ）

イ 小学生に する交通安全教育の推進

小学生に しては、歩行者及び自転車利用者として必要な 識・ を習得させるとともに、道路における

危険を予測し、 を回避して安全に通行する意識及び 力を高めるため、学校・ Ｔ 等と連携し 交通安全

イ ー等による ・体 ・実 の交通安全教 を実施する。 

また、関係機関・団体と連携し、通学路における定期的な安全指導や安全点検を実施するほか、地域の交通

安全活動 の を 進する。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察交通 課 ） 

中学生に する交通安全教育の推進

中学生に しては、自転車利用者として必要な 識・ を習得させ、自 の安全の なら 他人の安全に

も できるようにするため、学校、 Ｔ 等と連携した ・体 ・実 の自転車教 等のほか、自転車指

導 発重点地 等における 指導を実施し、自転車の安全な利用を 進するための交通安全教育を重点的に

実施する。 

また、ス ー ・ス イ 教育 （ス ン マンの交通事故実 ）による自転車交通安全教 を 内

校で開催する。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 ） 

エ 高校生に する交通安全教育の推進

高校生に しては、自転車の利用者及び 車の運転者として必要な 識・ を修得させるとともに、交

通社会の一員としての責任を た行動ができるよう、学校、 Ｔ 等と連携した ・体 ・実 の自転車

教 や 車安全運転講習会等のほか、自転車指導 発重点地 等における 指導を実施し、自転車及び

車の安全な利用を 進するための交通安全教育を重点的に実施する。 

また、自転車 車用 ル 用による 害 効果等についても指導し、 ル の 用 進を図る。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察運 課 ）

道 交通安全対策 
中項目 ⑴

段階的かつ体系的な交通安全教育等の推進 

【重点事項】 大項目 ２ 交通安全意識の普及徹底 

イ～エ共通 学校における交通安全教育 

Ⅰ 学校における交通安全教育の徹底 

ⅰ 学校においては、生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から、自他の生命尊重の理念の下に、交

通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重する良

き社会人を育成するため、家庭・地域社会との密接な連携を図りながら、児童生徒の心身の発達段階や地

域の実情に応じ、交通安全教育を計画的、組織的に行う。 

学習指導要領を踏まえ、体育科、保健体育科、学級（ホームルーム）活動、児童・生徒会活動、学校行

事等の特別活動及び総合的な学習の時間を中心に学校教育活動全体を通じて、歩行者としての安全な行

動、自転車の安全な利用、交通規則の理解、危険予測と回避、応急手当などについて計画的、継続的に指

導する。 

特に、高等学校においては、近い将来運転者となる現状を踏まえ、運転免許を取得する以前から、運転

者として備えておくべき安全意識を醸成する教育を行い、運転者に必要な資質のかん養を図る。 

ⅱ 学校行事の交通安全に関する内容を充実させ、関係機関等と連携を図りながら、重点的に指導を行う。 

ⅲ 道徳教育との関連を図りながら、生命尊重、規則の尊重等安全にかかわる内容の指導を徹底する。 

Ⅱ 指導者の資質の向上 

学校安全（生活安全・交通安全・災害安全）研修の中で交通安全教育に関する講義等を設け、指導者の養

成・資質の向上を図る。 

〇 学校安全研修開催計画 

領域名 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

生活安全 〇 〇 〇 

交通安全 〇 〇 〇 

災害安全 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

※各領域とも開催年は東部・西部の２会場で実施 

〇 指導者の育成、資質向上を図る学校安全（交通安全）研修 

交通安全研修 学校安全研修 

令和４年度実績 令和５年度計画※ 平成17年度～令和４年度累計 

受講者数 60人 ０人 4,609人 

※平成29年度から領域別の研修に変更、交通安全は平成30年度より隔年で実施 

Ⅲ 組織活動の強化 

ⅰ 小学校の児童会活動・交通少年団活動及び中学校・高等学校の生徒会活動の自主的活動を通じて交通事

故防止を図る。 

ⅱ 関係機関・団体等との緊密な連携のもとに、安全施設の設置や効果的な指導を推進する。 

Ⅳ 安全な通学路の確保と安全指導 

ⅰ 通学路については、安全性の高い道路を選定し、定期的、臨時的に点検を実施し安全の確保に努めると

ともに、安全な通行の指導の徹底を図る。 

ⅱ スクール・ゾーンについては、関係機関の協力のもと常に再点検を行い、実態に即した修正を行うほか

道路管理者や警察と連携し交通安全施設の整備、交通規制の実施等により実効性を高める。 

（ 県 指導課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴

段階的かつ体系的な交通安全教育等の推進 

【重点事項】 大項目 ２ 交通安全意識の普及徹底 

イ～エ共通 学校における交通安全教育 

Ⅰ 学校における交通安全教育の徹底 

ⅰ 学校においては、生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から、自他の生命尊重の理念の下に、交

通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重する良

き社会人を育成するため、家庭・地域社会との密接な連携を図りながら、児童生徒の心身の発達段階や地

域の実情に応じ、交通安全教育を計画的、組織的に行う。 

学習指導要領を踏まえ、体育科、保健体育科、学級（ホームルーム）活動、児童・生徒会活動、学校行

事等の特別活動及び総合的な学習の時間を中心に学校教育活動全体を通じて、歩行者としての安全な行

動、自転車の安全な利用、交通規則の理解、危険予測と回避、応急手当などについて計画的、継続的に指

導する。 

特に、高等学校においては、近い将来運転者となる現状を踏まえ、運転免許を取得する以前から、運転

者として備えておくべき安全意識を醸成する教育を行い、運転者に必要な資質のかん養を図る。 

ⅱ 学校行事の交通安全に関する内容を充実させ、関係機関等と連携を図りながら、重点的に指導を行う。 

ⅲ 道徳教育との関連を図りながら、生命尊重、規則の尊重等安全にかかわる内容の指導を徹底する。 

Ⅱ 指導者の資質の向上 

学校安全（生活安全・交通安全・災害安全）研修の中で交通安全教育に関する講義等を設け、指導者の養

成・資質の向上を図る。 

〇 学校安全研修開催計画 

領域名 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

生活安全 〇 〇 〇 

交通安全 〇 〇 〇 

災害安全 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

※各領域とも開催年は東部・西部の２会場で実施 

〇 指導者の育成、資質向上を図る学校安全（交通安全）研修 

交通安全研修 学校安全研修 

令和４年度実績 令和５年度計画※ 平成17年度～令和４年度累計 

受講者数 60人 ０人 4,609人 

※平成29年度から領域別の研修に変更、交通安全は平成30年度より隔年で実施 

Ⅲ 組織活動の強化 

ⅰ 小学校の児童会活動・交通少年団活動及び中学校・高等学校の生徒会活動の自主的活動を通じて交通事

故防止を図る。 

ⅱ 関係機関・団体等との緊密な連携のもとに、安全施設の設置や効果的な指導を推進する。 

Ⅳ 安全な通学路の確保と安全指導 

ⅰ 通学路については、安全性の高い道路を選定し、定期的、臨時的に点検を実施し安全の確保に努めると

ともに、安全な通行の指導の徹底を図る。 

ⅱ スクール・ゾーンについては、関係機関の協力のもと常に再点検を行い、実態に即した修正を行うほか

道路管理者や警察と連携し交通安全施設の整備、交通規制の実施等により実効性を高める。 

（ 県 指導課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴

的かつ体 的な交通安全教育等の推進 

重点事項  大項目  交通安全 の 及  

成 に対する交通安全教育の推進

(ア) 運転免許取得時等における交通安全教育

運転免許取得時の教育は自動車教習所での教習が中心となることから、教習指導員等の資質の向上を図る

とともに教習水準の の向上に努める。 

また、免許取得後の運転者に対しては、 安 員 が行う各種講習、自動車教習所が受講者の特性に

て行う運転者教育、地域・ 域における各種講習 、 の 参加・体験・実践型の交通安全講習等により交

通安全教育を推進してい 。 

また、交通安全 や安全運転 理者 などが安全運転 理の 環として行う交通安全教育や ・

高齢者を交通事故から る事 所運動 等地域における交通安全 動に対して 的な指導・ を行う。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察運 課 ） 

(イ) 等における交通安全 の 及

、図 、 教育 センター、 の 、 自 の などの 教育施設内に、 スター・

標 などを し、安全 の 及に努める。 

等を に、交通安全教 等を する。

(ウ) 各種 における交通安全学習の

交通安全について学習する時 を設け、 的講 による指導を行う。

を対 とする においては、正しい イ ーとしての運転 ーを につけ、交通 、

交通道 を り、安全な運転を心がけることを中心とした学習を行う。 

教育学級、 Ｔ 、 、 、 内 等での びに講 においては、地域 る 、

る の交通安全指導についての 体的な施策を学習する。 

（ 県交通 課 県 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 ⑴

的かつ体 的な交通安全教育等の推進 

重点事項  大項目  交通安全 の 及  

高齢者に対する交通安全教育の推進 重点事項

、 ク ブ、交通安全 等との を強化し、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。

びに講習においては、 行者としての交通ルールを り、安全の確認、安全な 行、 時の安全な

のこなし方などについて、実施指導を中心とした学習を行うほか、 動車 の安全 用に る講習 の実

施に努める。 

また、 内全高齢者を対 に、 員や交通安全ア イ ー等による での交通安全指導及び個別

指導等を実施するとともに 高齢者安全安心おうえ による効果的な交通安全教育の充実を図る。 

さらに、交通安全講習 、 発検 、イベント等 ら る機 を 用し、危険 行動 運転・

行 の 行を促す 発 動を推進する。 

高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における高齢者学級の内容の充実に努めるとともに、交

通安全ア イ ーによる認 機能検査体験指導や 運転適性検査 、交通安全教育車 交通安全

による運転適性診断を 的に推進するほか、安全運転 ート車の 及 発を推進する。 

高齢者の交通安全個別 指導実施状況

事 内容 度実  度目標 

交通安全個別 指導   

※ 高齢者  推

高齢者に対する交通安全教

事 内容 要 目標等 

高齢者 事  

 交通安全講習を受講する機 の ない高

齢者を対 に、各 の を し、 れ

れの状況に た交通安全指導や反 材

の 用を推進する。 

上 

交通安全交 事

 高齢者・ ・ の の交 を通 た

参加・体験型の交通安全 を し、

自 が安全を る動機付けを図る。 

 新型コ ウ ルス

拡大防止対策の必要性を踏ま

え、 の 能性を検 。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察運 課 ） 

がい者に対する交通安全教育の推進

地域における 動の を 用して、 がいの程度に た め かい交通安全教育を推進するとともに

等を対 とした講習 を する。 

また、 がい者が安全に運転で るよう、講習の充実や の運転者が すべ 事項についての安全

教育に努める。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察運 課 ） 

ク に対する交通安全教育の推進

が の交通ルールに関する の 及を目的として、 の 用者や 用者を めた 域での交通安全

教 を する。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察運 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴

的かつ体 的な交通安全教育等の推進 

重点事項  大項目  交通安全 の 及  

高齢者に対する交通安全教育の推進 重点事項

、 ク ブ、交通安全 等との を強化し、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。

びに講習においては、 行者としての交通ルールを り、安全の確認、安全な 行、 時の安全な

のこなし方などについて、実施指導を中心とした学習を行うほか、 動車 の安全 用に る講習 の実

施に努める。 

また、 内全高齢者を対 に、 員や交通安全ア イ ー等による での交通安全指導及び個別

指導等を実施するとともに 高齢者安全安心おうえ による効果的な交通安全教育の充実を図る。 

さらに、交通安全講習 、 発検 、イベント等 ら る機 を 用し、危険 行動 運転・

行 の 行を促す 発 動を推進する。 

高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における高齢者学級の内容の充実に努めるとともに、交

通安全ア イ ーによる認 機能検査体験指導や 運転適性検査 、交通安全教育車 交通安全

による運転適性診断を 的に推進するほか、安全運転 ート車の 及 発を推進する。 

高齢者の交通安全個別 指導実施状況

事 内容 度実  度目標 

交通安全個別 指導   

※ 高齢者  推

高齢者に対する交通安全教

事 内容 要 目標等 

高齢者 事  

 交通安全講習を受講する機 の ない高

齢者を対 に、各 の を し、 れ

れの状況に た交通安全指導や反 材

の 用を推進する。 

上 

交通安全交 事

 高齢者・ ・ の の交 を通 た

参加・体験型の交通安全 を し、

自 が安全を る動機付けを図る。 

 新型コ ウ ルス

拡大防止対策の必要性を踏ま

え、 の 能性を検 。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察運 課 ） 

がい者に対する交通安全教育の推進

地域における 動の を 用して、 がいの程度に た め かい交通安全教育を推進するとともに

等を対 とした講習 を する。 

また、 がい者が安全に運転で るよう、講習の充実や の運転者が すべ 事項についての安全

教育に努める。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察運 課 ） 

ク に対する交通安全教育の推進

が の交通ルールに関する の 及を目的として、 の 用者や 用者を めた 域での交通安全

教 を する。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察運 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 効果的な交通安全教育の推進 重点事項

大項目  交通安全 の 及  

高齢者をは めとした受講者が安全に道路を通行するために必要な技能及び を習得し、 の必要性を理

してもらうため、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。 

ア 交通安全教育の推進

交通安全教育を行う機関・ 体は、交通安全教育に関する を し、 の関 機関・ 体の めに

て交通安全教育に用いる資機材の 用、講 の 等、 の を図りながら交通安全教育を推進する。 

また、受講者の 齢や道路交通 の参加の に た交通安全教育指導者の 成・確保、教材等の充実及

び イブレコー ーを 用するなど効果的な教育 法の 発・導入に努める。 

さらに、交通安全教育の効果を確認し、必要に て教育の方法、 用する教材の しを行うなど、 に

効果的な交通安全教育がで るよう努める。 

このほか、 の取 に加え、動 を 用した学習機 の や 等各種 体の 的 用など、対

によらない交通安全教育や 発 動についても効果的に推進する。 

イ 指導者の育成

員の交通安全教育に関する指導能 の向上を図るとともに、地域交通安全 動推進 員、安全運転

理者、自 体の交通指導員等、交通安全教育に わる者に対しても、 体的に教育を実施で る指導者として

の育成・資質の向上を図り、地域実 に した効果的な安全教育を 的かつ強 に推進する。 

ウ エコ イブの推進

エコ イブが安全運転 の向上にもつながることから、エコ イブ講習 による安全 と 資 ・

エ 行動の取 の 発を図る。 

（ 県交通 課 県 課 県 指導課 県 課 県 課 県警察交通 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 交通安全に関する 及 発 動の推進

大項目  交通安全 の 及  

ア 交通安全 運動の推進 重点事項

とりの交通安全 の定 と向上を図り、正しい交通ルールと交通 ーの実践を習 けるた

め 及 発 動を 的・ 的に推進する。 

交通安全 運動実施要 に 、 ・ の全 交通安全運動、 の の交通事故防止 動を、 を通

、 る で する。 

(ア) 度 運動 重点

 高齢者の交通事故防止 重点

 の交通事故防止

 飲酒運転の

 全ての のシートベルトと イル シートの正しい 用の

 自転車の安全 用の推進

(イ) 全 交通安全運動

運 動   

の 全 交 通 安 全 運 動 から までの  

の 全 交 通 安 全 運 動 から までの  

(ウ) を定めて行う運動

運 動   

新入学 の交通事故防止運動 から までの  

自 転 車 ー ア 運 動 から までの か  

の 交 通 事 故 防 止 運 動 から までの  

高 齢 者 の 交 通 事 故 防 止 運 動 から までの  

の 交 通 事 故 防 止 運 動 から までの  

※各運動 中に 行動 を設定する。 

(エ) を定めて行う運動

 動  運動の進め方 

交通安全 の  ※ 交通安全 の 制定要 に 発 動を実施 

自転車・二輪車 

交通安全指導の  
※

 自転車の正しい り方、二輪車の正しい 車を指導 

自転車・二輪車の点検整備を指導 

交通事故 を目指す
 

 

 全 交通安全運動に わ 、交通事故 を目指し

た交通安全行事等を し、安全 の高 を図る 

※ は が ・ 、 に たると は、 の 後の を 動 とする。 

( ) 交通 事故 発 発 時の 動

動   実 施 事 項 

交通 事故 発   
 交通 事故 発 等の発 ・ 及び 対策実施要

に 実施 

( ) の の行事

行事   

の全 交通安全運動推進の い   

の全 交通安全運動推進の い   

交通安全 大   大  

（ 県交通 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 交通安全に関する 及 発 動の推進

大項目  交通安全 の 及  

ア 交通安全 運動の推進 重点事項

とりの交通安全 の定 と向上を図り、正しい交通ルールと交通 ーの実践を習 けるた

め 及 発 動を 的・ 的に推進する。 

交通安全 運動実施要 に 、 ・ の全 交通安全運動、 の の交通事故防止 動を、 を通

、 る で する。 

(ア) 度 運動 重点

 高齢者の交通事故防止 重点

 の交通事故防止

 飲酒運転の

 全ての のシートベルトと イル シートの正しい 用の

 自転車の安全 用の推進

(イ) 全 交通安全運動

運 動   

の 全 交 通 安 全 運 動 から までの  

の 全 交 通 安 全 運 動 から までの  

(ウ) を定めて行う運動

運 動   

新入学 の交通事故防止運動 から までの  

自 転 車 ー ア 運 動 から までの か  

の 交 通 事 故 防 止 運 動 から までの  

高 齢 者 の 交 通 事 故 防 止 運 動 から までの  

の 交 通 事 故 防 止 運 動 から までの  

※各運動 中に 行動 を設定する。 

(エ) を定めて行う運動

 動  運動の進め方 

交通安全 の  ※ 交通安全 の 制定要 に 発 動を実施 

自転車・二輪車 

交通安全指導の  
※

 自転車の正しい り方、二輪車の正しい 車を指導 

自転車・二輪車の点検整備を指導 

交通事故 を目指す
 

 

 全 交通安全運動に わ 、交通事故 を目指し

た交通安全行事等を し、安全 の高 を図る 

※ は が ・ 、 に たると は、 の 後の を 動 とする。 

( ) 交通 事故 発 発 時の 動

動   実 施 事 項 

交通 事故 発   
 交通 事故 発 等の発 ・ 及び 対策実施要

に 実施 

( ) の の行事

行事   

の全 交通安全運動推進の い   

の全 交通安全運動推進の い   

交通安全 大   大  

（ 県交通 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 交通安全に関する 及 発 動の推進

大項目  交通安全 の 及  

イ 高齢者の交通事故防止対策の推進 重点事項

高齢者が、加齢に て生 る 体機能の 化が行動に及 す 等を自ら理 した上で、安全かつ安心し

て したり 動することがで るよう、 や交通安全ア イ ーによる高齢者 の個別 指導

や反 材等の 用促進 動、ミニ 行シミュレーター等の交通安全教育機 を 用した参加・体験・実践型交

通安全教育に加え、 における かけ 動、認 機能検査を通 た安全指導・ 等を行い高齢者自 に対

する施策を して推進するほか、関 機関・ 体と した ・高齢者を交通事故から る事 所運動

などの 的な 施策を推進し、交通ルールの と正しい交通 ーの実践を習 ける。 

また、高齢運転者の安全 を高 さ るとともに、 の 齢 に対し、高齢者の特性を理 さ 、高齢者

を る いやりの る運転 の定 を図るため、 を た 発 動を実施する。 

ウ 断 行者の安全確保 重点項目

断 道を 断中の 行者の安全を確保するため、 断 行者等妨害等の交 点関 違反取 りを推進す

る。 行者には、 断 道の 用等の交通ルールの と道路 断の や 断 ・ 断中の安全確認の

についての教育を推進するほか、自 体及び関 機関・ 体と した 発を行うとともに、各種

体を 用して を図る。 

エ 自転車の安全 用の推進 重点事項

(ア) 自転車 用者に対するルールの

や学 、自転車関 事 者等と し 交通の方法に関する教 や 自転車安全 用 を

用した 中的かつ効果的な 発 動を実施するなど、 ・生 のほか、 教育が 分な大学生、

高齢者等の い自転車 用者に対して 自転車は路 を め 通行が原 で るなど 通行ルール等

の を図るとともに、自転車運転者講習制度の に努める。 

また、地域交通安全 動推進 員や各 交通指導員、地域 等と で 指導 発 動を 的

に推進する。 

さらに、自転車事故の実 や 車用 ル ト 用による 害 効果を理 さ る 発 動によ

り、 車用 ル トを 用することの重要性について を図るとともに、全ての 齢 の自転車 用者

に対する 車用 ル ト 用を促す。 

(イ) 自転車安全教育の推進

学 、教育 員 等との を強化して、 ・生 に対する自転車安全教育を強 に推進するとともに

教育効果の高い教材の 用等により教育内容の充実に努める。 

また 学生のほか中学生・高 生や高齢者等にも対 を拡大して、自転車シミュレーター等を 用した

参加・体験・実践型の自転車教 ・自転車大 を 的に実施するほか、更新時講習において、自転車の通

行ルールや自転車の安全確保のため すべ 事項等についても するよう努める。 

さらに、 二 用自転車 用者に対し、自転車安全教育を実施する。 

(ウ) 自転車の安全性の確保

れ時から の交通事故防止のため反 材用 の 及促進をすることにより、自転車の 認性の向

上を図る。 

また、自転車 用者が定 的に点検整備や正しい 用方法等の指導を受ける機運を 成するとともに、自

転車事故による 害者の に資するため各種保険の 及に努める。 

道 交通安全対策 
中項目 交通安全に関する 及 発 動の推進

大項目  交通安全 の 及  

特定 型原動機付自転車に関する交通ルールの と安全教育の推進

関 機関や関 事 者等と し、交通の方法に関する教 を 用するなどにより、効果的な交通安全教育

を実施するとともに、ウ ブ イトや 等による動 や の発 等の効果的な 発 動を実施し、

を図る。 

 また、特定 型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を適 に運用し、特定 型原

動機付自転車運転者の交通ルールに対する 法 を 成する。 

 さらに、 車用 ル ト 用による 害 効果についての 発 動を推進し、特定 型原動機付自

転車の運転者に対し、 車用 ル トの 用の を図る。 

（県交通 課 県警察交通 課） 

後 を めた全ての におけるシートベルトの正しい 用の 重点事項

後 におけるシートベルト 用 化の改正法( 成 )を踏まえ、 や関 機関・

体等と し、交通指導取 りや、各種講習等の ら る機 及び各種 体を通 て、改正法の に努

めるとともに、各種講習 や交通安全運動等 ら る機 ・ 体を通 た 発や 実験 、シートベ

ルトコン ン ー等を 用するなどして 用による 害 効果を え、全ての における自動車の 員に

ついてシートベルト 用の を図る。 

イル シートの正しい 用の 重点事項

イル シートの 用効果及び正しい 用方法について、 ・保育所、 、 等と した取

り付け講習 や指導員育成のための 等を し、 の体 に適した イル シートの 用、正しい

取り付け方等適正な 用方法についての 発及び指導の を図るとともに、 上で ても、体

等によりシートベルトを適 に 用さ ることがで ない には イル シートを 用さ ることにつ

いての 発に努める。 

また、 や 体等が実施している各種 制度の 用を通 て イル シートの 用しやすい環

境 りを推進する。 

ク めの イト点 と反 材の 及促進 重点事項

イ ーには、 めの イト点 と上向 イト のこまめな り え、 行者及び自転車 用者には、

れ時から における交通事故防止に効果が で る反 材の 及を図るため、各種 体を 用し

て 的な 発を推進するとともに、関 機関・ 体と し、反 材の 認・ 用効果を理 さ る交

通安 教育を強化する。 

飲酒運転 に向けた の確 重点事項

自 体をは めとする関 機関・ 体と し、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実 につい

て、各種 体を 用して を図るほか、飲酒運転及び車 ・酒種 や した者に対する につ

いて り し教育するとともに、飲酒体験 ーグルの 用や自動車教習所における飲酒運転体験教 等、飲酒

が運転に及 す を実 で る教育を推進する。 

さらに、地域交通安全 動推進 員や交通安全 、安全運転 理者 等を通 、地域や 域 との飲酒

運転 に向けた かけ、 ン ル ー ー運動の 及促進など、飲酒運転 機運の 成を図る。 

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 交通安全に関する 及 発 動の推進

大項目  交通安全 の 及  

特定 型原動機付自転車に関する交通ルールの と安全教育の推進

関 機関や関 事 者等と し、交通の方法に関する教 を 用するなどにより、効果的な交通安全教育

を実施するとともに、ウ ブ イトや 等による動 や の発 等の効果的な 発 動を実施し、

を図る。 

 また、特定 型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を適 に運用し、特定 型原

動機付自転車運転者の交通ルールに対する 法 を 成する。 

 さらに、 車用 ル ト 用による 害 効果についての 発 動を推進し、特定 型原動機付自

転車の運転者に対し、 車用 ル トの 用の を図る。 

（県交通 課 県警察交通 課） 

後 を めた全ての におけるシートベルトの正しい 用の 重点事項

後 におけるシートベルト 用 化の改正法( 成 )を踏まえ、 や関 機関・

体等と し、交通指導取 りや、各種講習等の ら る機 及び各種 体を通 て、改正法の に努

めるとともに、各種講習 や交通安全運動等 ら る機 ・ 体を通 た 発や 実験 、シートベ

ルトコン ン ー等を 用するなどして 用による 害 効果を え、全ての における自動車の 員に

ついてシートベルト 用の を図る。 

イル シートの正しい 用の 重点事項

イル シートの 用効果及び正しい 用方法について、 ・保育所、 、 等と した取

り付け講習 や指導員育成のための 等を し、 の体 に適した イル シートの 用、正しい

取り付け方等適正な 用方法についての 発及び指導の を図るとともに、 上で ても、体

等によりシートベルトを適 に 用さ ることがで ない には イル シートを 用さ ることにつ

いての 発に努める。 

また、 や 体等が実施している各種 制度の 用を通 て イル シートの 用しやすい環

境 りを推進する。 

ク めの イト点 と反 材の 及促進 重点事項

イ ーには、 めの イト点 と上向 イト のこまめな り え、 行者及び自転車 用者には、

れ時から における交通事故防止に効果が で る反 材の 及を図るため、各種 体を 用し

て 的な 発を推進するとともに、関 機関・ 体と し、反 材の 認・ 用効果を理 さ る交

通安 教育を強化する。 

飲酒運転 に向けた の確 重点事項

自 体をは めとする関 機関・ 体と し、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実 につい

て、各種 体を 用して を図るほか、飲酒運転及び車 ・酒種 や した者に対する につ

いて り し教育するとともに、飲酒体験 ーグルの 用や自動車教習所における飲酒運転体験教 等、飲酒

が運転に及 す を実 で る教育を推進する。 

さらに、地域交通安全 動推進 員や交通安全 、安全運転 理者 等を通 、地域や 域 との飲酒

運転 に向けた かけ、 ン ル ー ー運動の 及促進など、飲酒運転 機運の 成を図る。 

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 交通安全に関する 及 発 動の推進

大項目  交通安全 の 及  

コ 効果的な の実施

とりの交通安全に対する関心と を高め、交通ルールの と交通 ーの実践の習 けを

図るとともに、各種安全運動 の 的な参加と を得るため、 ら る 体と機 を 用し、 的

かつタイ リーな に努める。 

(ア) 運転者に対しては、後 を めたシートベルトと イル シートの正しい 用、ス ー ウン、

運転中の 等の 用 止、妨害運転・飲酒運転の 、 れ時・ の交通事故防止、 断 道に

おける 行者 、 と高齢者の保 導等について を行い、交通事故防止を図る。 

(イ) に対しては、 や 等、 向けの 体を 的に 用し、関 機関・ 体及び

内 等の を通 て各 に する め かな に努め、飲酒運転の 、 と高齢者の保 、

反 材の 用等、交通安全 の からの発 を図る。 

(ウ) 交通安全 等の 体が行う交通安全に関する 動を するため、交通事故防止に関する資

・ の を 的に行うほか、 道機関の を得て、全 を対 として交通安全に対する 運の

成を図る。 

(エ) 交通安全運動、 ン ーンの 的な を通 て を ての交通安全 動の を促進する。

 テレ 、 等を 用した交通安全ス ト の実施

 各 の運動の時 をとらえた ンフレ ト、 シの 成 付

 インター ト 用などによる ・交通安全推進 体に対するタイ リーな交通安全 の

 や の 車による

 関 機関・ 体による 動

 酒 い体験 ーグル・反 材 認用 ーグル イト 等交通安全 発用 の

（ 県交通 課 県警察交通 課 ）

高 自動車 道等における交通安全 発 動

高 道路における交通事故を防止するため、高 道路 用者 の交通安全 発 動を実施する。

(ア) 交通安全運動 中等に 高 道路交通 等の関 機関と して、交通安全 ン ーンを実施

する。 

(イ) 交通安全を びかける シや スターを ・ するとともに、 ・ 断 を 用し、交通安全

発を実施する。 

(ウ) 高 道路等における自 害時 地 、 、 、 や、トン ルにおける交通事故時の安全 置等の

を実施する。 

(エ) ール ンウ ーク、お 、 等の交通 に、 が される 所について事 を行い、

交通事故防止のため を実施する。 

( ) 車 制 違反に する交通事故防止に努めるため、車 制 等の関 法 の を実施する。

（ 道路 中国  ） 

道 交通安全対策 
中項目 交通安全に関する 体等の 体的 動の推進

大項目  交通安全 の 及  

の交通安全 体については、交通安全指導者の育成、交通安全 動に対する 、必要な資 ・ の

等を通 て、 の 体的な 動を するとともに、 体 の 体制の強化を図る。 

また、 交通安全対策 を中心に交通安全運動を 発化さ 、交通安全に関する ての 動、

さらに地域 の交通安全指導、教育に わ ている の交通指導員の 動を推進する。 

ア 交通安全対策 の の強化

を通 て交通安全 運動の の推進を図るとともに 成 体 の交通事故発生 や交通事故

などタイ リーな を行うことによ て地域の交通 に た効果的な交通安全 動の推進を図

る。 

等実施状況

項 目 度実  

交 通   

交通事故発生状況  

イ 交通安全対策 の 的 動の促進

交通事故の が事故 事者の 地域内で発生していることから、 や自 等の で地 交通安

全対策 の結成を促進するとともに、この が中心となり、 体性をも て各種の交通安全対策を

的に推進する。 

ウ 交通安全推進 体 の けと 体的な 動の推進

(ア) ク ブ等 の けと高齢運転者に対する安全運転指導の推進

車 等 な施設を 用した運転実技講習 を実施するほか、 ク ブ等に け、

運転適性検査 や交通安全教育車 交通安全 の効果的な運用等により運転適性検査を促進し、高

齢運転者に対して 体機能の を自 した安全運転指導を推進する。 

て、危険 行動 運転 の 行を促す 発を推進する。 

(イ) ク ブ等 の けと に対する交通安全教育 動の促進

と の保 者の交通安全教育を推進している ク ブ等の 動の中心となる指導者を対 とした

等を し、指導能 の向上を図るとともに、必要な資 ・ の を 的に行い、 ク ブ

等の 動の促進を図る。 

(ウ) の

地域交通安全 動推進 員 、交通安全 、安全運転 理者 等交通安全推進 体 の 的な

交通 の を行い、これらの 体の自 的な 動を する。 

エ を た安全運転 ート車の 及 発

事故や運転者のアクセルとブレー の踏 違い等による事故を防止するため、 害 ブレー

や ル踏 違い 発進抑制 置等を 備した安全運転 ート車について、 を て 及 発に努め

る。 

また、安全運転 ート車について、運転免許センター等の 施設を の実施 所として するな

ど、各種機 を 用して 及 発に努めるほか、 の 用に た ての 点等に対する理 の促進を図る。 

交通指導員 の

交通指導員の能 向上を図るため、交通指導員 を する。

交通指導員 事

項 目 度実  度  

交通指導員  

３  ３  

、  

 

所 

所 

（ 県交通 課 県警察交通 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 交通安全に関する 体等の 体的 動の推進

大項目  交通安全 の 及  

の交通安全 体については、交通安全指導者の育成、交通安全 動に対する 、必要な資 ・ の

等を通 て、 の 体的な 動を するとともに、 体 の 体制の強化を図る。 

また、 交通安全対策 を中心に交通安全運動を 発化さ 、交通安全に関する ての 動、

さらに地域 の交通安全指導、教育に わ ている の交通指導員の 動を推進する。 

ア 交通安全対策 の の強化

を通 て交通安全 運動の の推進を図るとともに 成 体 の交通事故発生 や交通事故

などタイ リーな を行うことによ て地域の交通 に た効果的な交通安全 動の推進を図

る。 

等実施状況

項 目 度実  

交 通   

交通事故発生状況  

イ 交通安全対策 の 的 動の促進

交通事故の が事故 事者の 地域内で発生していることから、 や自 等の で地 交通安

全対策 の結成を促進するとともに、この が中心となり、 体性をも て各種の交通安全対策を

的に推進する。 

ウ 交通安全推進 体 の けと 体的な 動の推進

(ア) ク ブ等 の けと高齢運転者に対する安全運転指導の推進

車 等 な施設を 用した運転実技講習 を実施するほか、 ク ブ等に け、

運転適性検査 や交通安全教育車 交通安全 の効果的な運用等により運転適性検査を促進し、高

齢運転者に対して 体機能の を自 した安全運転指導を推進する。 

て、危険 行動 運転 の 行を促す 発を推進する。 

(イ) ク ブ等 の けと に対する交通安全教育 動の促進

と の保 者の交通安全教育を推進している ク ブ等の 動の中心となる指導者を対 とした

等を し、指導能 の向上を図るとともに、必要な資 ・ の を 的に行い、 ク ブ

等の 動の促進を図る。 

(ウ) の

地域交通安全 動推進 員 、交通安全 、安全運転 理者 等交通安全推進 体 の 的な

交通 の を行い、これらの 体の自 的な 動を する。 

エ を た安全運転 ート車の 及 発

事故や運転者のアクセルとブレー の踏 違い等による事故を防止するため、 害 ブレー

や ル踏 違い 発進抑制 置等を 備した安全運転 ート車について、 を て 及 発に努め

る。 

また、安全運転 ート車について、運転免許センター等の 施設を の実施 所として するな

ど、各種機 を 用して 及 発に努めるほか、 の 用に た ての 点等に対する理 の促進を図る。 

交通指導員 の

交通指導員の能 向上を図るため、交通指導員 を する。

交通指導員 事

項 目 度実  度  

交通指導員  

３  ３  

、  

 

所 

所 

（ 県交通 課 県警察交通 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 の参加・ の推進

大項目  交通安全 の 及  

交通安全は、 の交通安全 により えられることから、 自らが交通安全 動に 的に参加で る

りや目標を設定して地域の実 に した取り を推進する。 

特に、交通安全運動の効果を高めるため、 運動の 重点に 目標を設定して取り 。 

重点に対 した 目標の設定

重点 目標 

高齢者の交通事故防止 

( 重点  

高齢運転者標 高齢者 ーク の 用

反 材の 用 行者

高齢者 指導

 上 

 上 

上 

の交通事故防止 

交通安全教 の実施 学

中における交通指導員の 指導

通学路の安全点検実施 学

 

３ 上

 

飲酒運転の  
事 所における飲酒運転 の取

飲酒運転 者

 

上 

全ての のシートベルトと 

イル シートの 

正しい 用の  

シートベルト 運転 ・ 用

シートベルト 道後 用

イル シートの 用

 

  

 

自転車の安全 用の推進 自転車の交通ルールの  

（ 県交通 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 ⑴ 運転教育者等の充実

大項目 ３ 安全運転の確保 

ア 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実

(ア) 自動車教習所の教習に関し、交通事故の発生状況、道路環境等の交通状況を勘案した教習内容の充実に努

める。 

(イ) 自動車教習所の教習指導員等の資質の維持向上、教習技法の充実を図るなど、教習水準の向上に努める。

(ウ) 運転免許を取得しようとする者に対する取得時講習の充実に努める。

（ 県警察運 課 ） 

イ 運転者に対する再教育等の充実

(ア) 取消処分者講習、停止処分者講習、違反者講習、初心運転者講習、更新時講習及び高齢者講習等が効果的

に行われるように、講習内容及び講習方法の充実、講習指導員の資質向上、講習設備・資機材等の拡充等と

実車等による参加・体験・実践型の運転者教育の充実を図る。 

 特に飲酒運転を防止する観点から、運転免許の取消処分者講習では、飲酒運転を理由に取消処分を受けた

者に対してアルコールスクリーニングテストやブリーフ・インターベンション等の飲酒行動改善の指導を行

うとともに、停止処分者講習では、運転シミュレーターを用いた飲酒運転模擬体験の実施や飲酒運転にかか

る停止処分者による飲酒学級を編成し、さらには更新時講習や取得時講習等の各種講習においては、飲酒運

転による事故事例を取り入れるなど、飲酒運転防止に重点を置いた運転者教育を推進する。 

※ アルコールスクリーニングテスト：アルコール依存の程度を調べるための飲酒に関するテスト

※ ブリーフ・インターべンション：アルコールスクリーニングテストの結果を踏まえ、飲酒運転抑止のた

めの目標設定、目標達成状況の確認を行い、今後の飲酒行動について改善を指導すること。 

(イ) 自動車教習所については、既に運転免許を取得した者に対する再教育も実施するなど、地域の交通安全教

育センターとしての機能強化を促進する。 

（ 県警察交通 課・県警察運 課 ） 

ウ 妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する処分者講習での再教育

運転適性検査により、受講者の運転特性を診断した上で、必要な個別的指導等を実施し、悪質･危険な運転

特性の矯正を図る。 

（ 県警察運 課 ） 

エ 二輪車安全運転対策の推進

(ア) 取得時講習のほか、自動二輪車安全運転講習や原付等安全講習の推進に努める。

(イ) 自動車教習所の教習施設及び体制の整備等を促進し、二輪車運転者に対する教育の充実に努める。

（ 県警察交通 課 県警察運 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴ 運転教育者等の充実

大項目 ３ 安全運転の確保 

ア 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実

(ア) 自動車教習所の教習に関し、交通事故の発生状況、道路環境等の交通状況を勘案した教習内容の充実に努

める。 

(イ) 自動車教習所の教習指導員等の資質の維持向上、教習技法の充実を図るなど、教習水準の向上に努める。

(ウ) 運転免許を取得しようとする者に対する取得時講習の充実に努める。

（ 県警察運 課 ） 

イ 運転者に対する再教育等の充実

(ア) 取消処分者講習、停止処分者講習、違反者講習、初心運転者講習、更新時講習及び高齢者講習等が効果的

に行われるように、講習内容及び講習方法の充実、講習指導員の資質向上、講習設備・資機材等の拡充等と

実車等による参加・体験・実践型の運転者教育の充実を図る。 

 特に飲酒運転を防止する観点から、運転免許の取消処分者講習では、飲酒運転を理由に取消処分を受けた

者に対してアルコールスクリーニングテストやブリーフ・インターベンション等の飲酒行動改善の指導を行

うとともに、停止処分者講習では、運転シミュレーターを用いた飲酒運転模擬体験の実施や飲酒運転にかか

る停止処分者による飲酒学級を編成し、さらには更新時講習や取得時講習等の各種講習においては、飲酒運

転による事故事例を取り入れるなど、飲酒運転防止に重点を置いた運転者教育を推進する。 

※ アルコールスクリーニングテスト：アルコール依存の程度を調べるための飲酒に関するテスト

※ ブリーフ・インターべンション：アルコールスクリーニングテストの結果を踏まえ、飲酒運転抑止のた

めの目標設定、目標達成状況の確認を行い、今後の飲酒行動について改善を指導すること。 

(イ) 自動車教習所については、既に運転免許を取得した者に対する再教育も実施するなど、地域の交通安全教

育センターとしての機能強化を促進する。 

（ 県警察交通 課・県警察運 課 ） 

ウ 妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する処分者講習での再教育

運転適性検査により、受講者の運転特性を診断した上で、必要な個別的指導等を実施し、悪質･危険な運転

特性の矯正を図る。 

（ 県警察運 課 ） 

エ 二輪車安全運転対策の推進

(ア) 取得時講習のほか、自動二輪車安全運転講習や原付等安全講習の推進に努める。

(イ) 自動車教習所の教習施設及び体制の整備等を促進し、二輪車運転者に対する教育の充実に努める。

（ 県警察交通 課 県警察運 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 転 者等の充実

大項目  安全 転の確保 

高 転者対 の充実 点事項

高 者 の 的な実施に めるとともに、 時 における高 者 の 充等に める。

また、 の高 転者に対する高 者 については、認 機 という 体的 の に 目す

るのみなら 、 転技 検 と の を行うこと等を通 て、加 に う 体機 の が自動車の

転に を及 す 性があること等について る指導を行う。 

イ の高 転者が 定の 反行 をした 合には、 時に認 機 検 を行い、認 機 の

の について確認を行うとともに、 定の に する者については、 時の高 者 を実施し、認

機 の を自 した安全 転に めるよう指導する。

定の 反 のある高 転者に対する 転技 検 によ 、 転 証の 時に実車に

よる 行を行い、 時 止等の について の が 定の に する者には 転 証の を

しないこととなることから関 者 の 等を行い、 制度の かつ な 用に める。

高 転者の交通事故の な によ 、 転 性検 の充実 に める。

加 に う 体機 の な によ 転に不安のある高 者に対しては、 険 行動（ 償 転）の

行や、 転 に関する 間 の し合い・ 等 の 等について かける。

認 機 検 の 等に いて、認 の疑いのある 転者の に め、 時 性検 の確実な実施

等によ 、安全な 転に のある者については、 転 の 等の な行政 を行う。

また、 時 性検 の な実施のための認 等との連 を強化するな 、体制強化に める。 

高 転者の安全意識を高めるため、 の 転者に対して高 転者 識の の促進を図ると

ともに、 識を した自動車に対する保 意識の高 を かける。

ク 転 証 の 証 としての機 が に利 用 れるよう 転 証 制度について

を図るとともに、関 機関・ 体と連 して 転 証を自 しやすい環境の整備を図る。

高 者に対する 指導によ 、加 に う 体 の に た 転を指導するな 、安全 転

の自 を促す。

（ 県警察交通 課 県警察運 課 ） 

ート ルト・ イル ートの しい 用の徹底

関 機関・ 体と連 し、 、安全 動等あら る機 を通 て 用 について広報 し、

用の徹底を図る。 

また 等の の ート ルト 用の徹底を図るため 事 者等と連 した広報 を推進する。 

イ 用義 反に対する の指導 の強化を図る。

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 

自動車 転 行 者に対する指導等

安全・安心な利用に けた自動車 転 行 の なる 全化対 （ 成 ・ 交

通 ）に 、自動車 転 行 がこれま に安全かつ安心に利用 れるように事 者に対して指導

するとともに、事 者の自 的な みに対する ・ を行うことによ 、 全体の の 全化

を図る。 

（ 県交通 課 県警察交通 課）

道 交通安全対策 
中項目 転 者等の充実

大項目  安全 転の確保 

ク 自動車 事 等に 事する 転者に対する 性 の実施

行 者 や事 者に対する 等の機 を えて 性 の受 を徹底する。

イ に いた な指導を実施する

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 

険な 転者の早期 等

行政 制度の かつ迅速な 用によ 、 険な 転者の早期 に める。

イ 時の 性 、 時の 性検 、安全 転 及 時 性検 の的確な実施によ 、

の し等の事 に する 転者等の に める。 

行政 行

 止  

４ 度実    

（ 県警察運 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 の立 に立 た 転 の推進

大項目  安全 転の確保 

安全 転 の充実

安全 転 については、 者等の ライ ーを保 するための な 置を るとともに、

の 的 識・技 の を図 、安全 転 動の の充実に める。 

また、 体 がい者用に した車両等の みによる技 を実施するとともに、自動車 に対

する指導を行い、 体 がい者に対する 体制の充実の促進を図る。 

イ 大規模 害対 の推進

大規模 害による 転 の を のものとするため、 転 ー等の 化・ 化・

制 化、 の の 置、自 用 機の整備、 転 関連 の ク ー の

保 等を推進する。 

また、大規模 害 時において、 転 証を 、 損等した者からの 交付 に迅速に対 するた

め、 受 から交付ま の 体制の確保と の整備を図る。 

（ 県警察運 課 ）

－ 28 －



道 交通安全対策 
中項目 転 者等の充実

大項目  安全 転の確保 

ク 自動車 事 等に 事する 転者に対する 性 の実施

行 者 や事 者に対する 等の機 を えて 性 の受 を徹底する。

イ に いた な指導を実施する

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 

険な 転者の早期 等

行政 制度の かつ迅速な 用によ 、 険な 転者の早期 に める。

イ 時の 性 、 時の 性検 、安全 転 及 時 性検 の的確な実施によ 、

の し等の事 に する 転者等の に める。 

行政 行

 止  

４ 度実    

（ 県警察運 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 の立 に立 た 転 の推進

大項目  安全 転の確保 

安全 転 の充実

安全 転 については、 者等の ライ ーを保 するための な 置を るとともに、

の 的 識・技 の を図 、安全 転 動の の充実に める。 

また、 体 がい者用に した車両等の みによる技 を実施するとともに、自動車 に対

する指導を行い、 体 がい者に対する 体制の充実の促進を図る。 

イ 大規模 害対 の推進

大規模 害による 転 の を のものとするため、 転 ー等の 化・ 化・

制 化、 の の 置、自 用 機の整備、 転 関連 の ク ー の

保 等を推進する。 

また、大規模 害 時において、 転 証を 、 損等した者からの 交付 に迅速に対 するた

め、 受 から交付ま の 体制の確保と の整備を図る。 

（ 県警察運 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 ⑶ 安全 転 の推進 点事項

大項目  安全 転の確保 

な安全 転 に けた強 な指導等

事 等における自 的な安全 転 の推進及 安全 転 者等の を図るため、安全 転中

の の受 、 転 証 の 用等による安全 転 者等の にある 転者の 、

自 的な の 、 事故 反 動の実施等について指導を強化する。 

に、交通事故 事 、安全 転 者等法定 の 受 事 、 転、 置 車等に る指

や自動車の 用制 を受けた事 等安全 転 のある事 については、 提 の や

の 指導等の実施によ 、 転 の体制及 法の 等の指導を強化する。 

また、 たに 対 となる事 の に め、 事 の を図る。 

イ 車両の 用者等 の 及の徹底

車両の 用者の に関してな れたと認められる 交通法 反については 用者及 等

の通 を行うとともに、 用者、安全 転 者等による 転、 転等の ・ 認 反等につ

いては、 用者等の を 及し安全 転 の徹底を図る。 

的かつ な安全 転 者等 の実施

安全 転 者及 安全 転 者に対する を るため、 の 定に 意する か、

を 入れた 的な 法による の実施を促進する。 

らに、 の中 交通安全 指 の や れに 具体的な 実施 を するな 、安全 転

者等が事 の 転者に対して行う 指 に た交通安全 に な指導・ に める。 

安全 転 者等 実施 と

項 目 成 度実 度実 度実 度実 ４ 度実 度

  

中止 

   

受 者 人 人 人 人 人 

受      

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ）

道 交通安全対策 
中項目 ⑷ 自動車 事 者の安全対 の充実

大項目  安全 転の確保 

す ての 事 者は、 ト から現 の 転 に るま の安全が も あることを自 し

安全マ ジ トによ え の安全性の に めなけれ ならないことから、 安全マ ジ ト

に関する情報を提供する。 

安全マ ジ ト等を通 た安全体 の確立

自動車 事 等の 行 者に対し、 交通大 が認定した指導 の受 を促進し、 の を図

る。 

事 者等の安全意識の高 を図るため、事 用自動車による 大事故の 、事 用自動車に る安全

対 等の情報を提供する。 

事 者が 、 の安全 を促進するため、 等の 用による事故防止コ ル

実施に対して を行い、 の安全 の充実を図る。 

イ 転の根

点 時における ルコール検 の 用義 化に い、確実な点 の実施を指導する等、 転根 に

けた みの徹底を行う。 

ＩＣＴ・ 技術を 用した安全対 の推進

ライ コー ー、 ジ ル 行 等の安全 転の確保に する機 の普及促進に めるため、こ

れらの機 に対して 入 を行うとともに、自動車 事 における 者、 行 者による事故の

防止 の検 を に、かつ、 的 的に実施するための 用 について を図る。 

自動車や車 等によ した 転情報な を連 た総合的 ー を 用し、 なる事故の を図

る。 

超高 におけるユ ー ル ー 連 強化を まえた事故防止対

高 転者による事故防止対 を推進する。

合 における車 事故の実 を まえた を推進する。

との事故 、 な 等を まえた事故防止対

自動車事故報 規 （ ）に 交通事故情報の収集・ に加え 自動車 事

に る交通事故 のための情報収集・ の充実強化を図る。 

また、 ライ コー ーを事 用自動車に し、交通事故 止 等について ・ を行い、普及

促進を図る。 

事 用自動車の事故 の提 を まえた対

的 の大 な事 用自動車の 大事故については、事故の にある 的・構 的な の なる

を めた や、よ 的な 防止対 について事 者等が に対 し、事故の 防止に

けた を促進する。 

転者の 事故防止対 の推進

自動車 事 等に 事する 転者に 性 及 の受 ・受 を促進する。

また、事 者に対して、事故・ 反 転者、 心 転者及 高 転者に対する に 性

受 を促進し、安全 転の確保に める。 

ク 自動車 事 者に対するコ ライ の徹底

自動車 事 者に対して、 行 の徹底を図るため、 体制の強化、 対 の 点化等によ 指導

等を実施するとともに、関 事 者 体を通 て指導に める。 

行政 を受けた事 者を する。 

自動車 事 者安全性 事 の促進等

自動車 事 者については、 自動車 化事 実施機関を通 て指導 に める。

の模 となる安全に る み、 期的・ 進的な安全に る みを 安全対 ト ラク

として する。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ）
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道 交通安全対策 
中項目 ⑷ 自動車 事 者の安全対 の充実

大項目  安全 転の確保 

す ての 事 者は、 ト から現 の 転 に るま の安全が も あることを自 し

安全マ ジ トによ え の安全性の に めなけれ ならないことから、 安全マ ジ ト

に関する情報を提供する。 

安全マ ジ ト等を通 た安全体 の確立

自動車 事 等の 行 者に対し、 交通大 が認定した指導 の受 を促進し、 の を図

る。 

事 者等の安全意識の高 を図るため、事 用自動車による 大事故の 、事 用自動車に る安全

対 等の情報を提供する。 

事 者が 、 の安全 を促進するため、 等の 用による事故防止コ ル

実施に対して を行い、 の安全 の充実を図る。 

イ 転の根

点 時における ルコール検 の 用義 化に い、確実な点 の実施を指導する等、 転根 に

けた みの徹底を行う。 

ＩＣＴ・ 技術を 用した安全対 の推進

ライ コー ー、 ジ ル 行 等の安全 転の確保に する機 の普及促進に めるため、こ

れらの機 に対して 入 を行うとともに、自動車 事 における 者、 行 者による事故の

防止 の検 を に、かつ、 的 的に実施するための 用 について を図る。 

自動車や車 等によ した 転情報な を連 た総合的 ー を 用し、 なる事故の を図

る。 

超高 におけるユ ー ル ー 連 強化を まえた事故防止対

高 転者による事故防止対 を推進する。

合 における車 事故の実 を まえた を推進する。

との事故 、 な 等を まえた事故防止対

自動車事故報 規 （ ）に 交通事故情報の収集・ に加え 自動車 事

に る交通事故 のための情報収集・ の充実強化を図る。 

また、 ライ コー ーを事 用自動車に し、交通事故 止 等について ・ を行い、普及

促進を図る。 

事 用自動車の事故 の提 を まえた対

的 の大 な事 用自動車の 大事故については、事故の にある 的・構 的な の なる

を めた や、よ 的な 防止対 について事 者等が に対 し、事故の 防止に

けた を促進する。 

転者の 事故防止対 の推進

自動車 事 等に 事する 転者に 性 及 の受 ・受 を促進する。

また、事 者に対して、事故・ 反 転者、 心 転者及 高 転者に対する に 性

受 を促進し、安全 転の確保に める。 

ク 自動車 事 者に対するコ ライ の徹底

自動車 事 者に対して、 行 の徹底を図るため、 体制の強化、 対 の 点化等によ 指導

等を実施するとともに、関 事 者 体を通 て指導に める。 

行政 を受けた事 者を する。 

自動車 事 者安全性 事 の促進等

自動車 事 者については、 自動車 化事 実施機関を通 て指導 に める。

の模 となる安全に る み、 期的・ 進的な安全に る みを 安全対 ト ラク

として する。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ）
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道 交通安全対策 
中項目 交通 害の防止等

大項目  安全 転の確保 

交通 害の防止

交通 害防止対 の推進

 交通 害防止のための イ ライ の 徹底

 交通 害防止 者の の推進

イ 害防止 体等が行う交通 害防止 動 の指導

事 害防止 等が 害防止 動の 環として行う交通 害防止 動

について指導 を行う。 

また、交通 害防止 者 及 自動車 転 事者安全 の実施について指導

に める。 

における ・転 害の防止、 事 における 作 の安全対 イ

ライ の 徹底等

イ 自動車 転者の の 化

の徹底

時間 を とする交通 害の防止を図るため 自動車 転者の 時間等の のための

（ ） の を徹底する。 

イ 自動車 転者の 確保のための 指導

自動車 転者の 時間等の の を図 、 て交通事故防止に するため、 等に

、 

 時間、 転時間、 期間及 等の 確保 

 な 行 の 立と の 行 

 の と 規 の 化 

 時間及 の 化 

 の 全実施と事 置の徹底 

 による 害防止対 の徹底 

 進 合制度の 止に る指導等の徹底 

を 点に 指導を実施する。 

自 的 の促進のための指導

時間 化指導 の 用によ 、 の を図 、 て自 的な を促進する。 

関 行政機関との連

の 行確保を図 、 て交通事故の防止に するため、中 根 、 根

等関 行政機関との連 を強化し、交通事故防止 者 を して意 交 を行うとともに、 通報制

度を 用し に て合 の ・ を実施する。 

また、 のトラ ク における 環境の 及 時間 の 制を実現するための具体的な環

境整備等を図るため、中 根 等の関 機関と連 して を進める。 

体等 の

自動車 転者の 時間等の の 全 を図るため、 時間の 的な の 等に けて

体等 け、 を図る。 

時間 の 規制及 等の 等

４ から 用が れる 法等の や 時間に関する法制度等について、

あら る機 を通 て を行うとともに、 の促進等に けた を進める。 

（ 局 ） 

道 交通安全対策 
中項目 交通に関する情報の充実

大項目  安全 転の確保 

険 に関する情報提供の充実等

、高 及 険 の について、 防及 機関と し、 証 の 行、イ

ー ー の普及促進 に車両の構 及 備の 合の指導を行い、事故防止を図る。 

保安 連合 、高 防 及 険 保安 連合 の 動を通 、 行中の交通事

故の 防止 に交通事故が した 合の被害 に する情報提供の充実を図る。 

（ 県 課 ） 

イ コ の における安全の確保 点事項

関 事 者に対し、コ の 等に関する情報の やコ クの確実な実施等を とす

る 成 に 定 れた コ の における安全 イ ライ の を図る。 

また、 コ の 性を まえた安全対 を検 するため、関 者が自 的に 安全

対 等について、 成 度から 成 度にかけて コ ト ーラに る事故防止対 推進

事 において実証実 による技術的検 やコ 情報の に関する実 等を行 た のと まと

め、及 成 度に 定 れた コ の における安全 マ ュ ル（ 成 ４

）の を図る。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 

情報等の充実

報体制の整備等、 ・ ・ の ・ 報体制の整備等、情報の提供等

 報体制の整備等

、大 、 等の しい な の 現 を早期かつ 確に し、 時・ な 報・

報・ 報等を するため、 報体制の強化を図る。 

また、 的な として、 機関（ ）が 定した （ ） を 的に

推進する。 

 ・ ・ の ・ 報体制の整備等 

・ ・ による 害を防止・ するため、 ・ 動を 時 して ・ ・

に関する防 情報を 時・ に し、迅速かつ確実に するとともに、 に のことを行う。 

 速報（ 報及 報）の利 用の推進 

速報（ 報及 報）について 受 時の対 行動等の らなる 広報を行うとともに

交通機関における利 用の推進を図るため 性や利 用の 法等の普及 及 度 に

。 

 報等の確実な 用 

による に 速やかに 報等の 報の を行う。 

の 、広 を 用した の規模の な や 合 を 用した の ・規模

の 等の を行い、 れらに 報等の を に行う。 

 体制と 時等の 体制の推進 

動の ・ の に 、 が な （この に入ると に 険が及 ）を

して 報等を するとともに、 時からの 防 における の共 検 を

通 て、 ルの を推進する。 
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道 交通安全対策 
中項目 交通に関する情報の充実

大項目  安全 転の確保 

険 に関する情報提供の充実等

、高 及 険 の について、 防及 機関と し、 証 の 行、イ

ー ー の普及促進 に車両の構 及 備の 合の指導を行い、事故防止を図る。 

保安 連合 、高 防 及 険 保安 連合 の 動を通 、 行中の交通事

故の 防止 に交通事故が した 合の被害 に する情報提供の充実を図る。 

（ 県 課 ） 

イ コ の における安全の確保 点事項

関 事 者に対し、コ の 等に関する情報の やコ クの確実な実施等を とす

る 成 に 定 れた コ の における安全 イ ライ の を図る。 

また、 コ の 性を まえた安全対 を検 するため、関 者が自 的に 安全

対 等について、 成 度から 成 度にかけて コ ト ーラに る事故防止対 推進

事 において実証実 による技術的検 やコ 情報の に関する実 等を行 た のと まと

め、及 成 度に 定 れた コ の における安全 マ ュ ル（ 成 ４

）の を図る。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 

情報等の充実

報体制の整備等、 ・ ・ の ・ 報体制の整備等、情報の提供等

 報体制の整備等

、大 、 等の しい な の 現 を早期かつ 確に し、 時・ な 報・

報・ 報等を するため、 報体制の強化を図る。 

また、 的な として、 機関（ ）が 定した （ ） を 的に

推進する。 

 ・ ・ の ・ 報体制の整備等 

・ ・ による 害を防止・ するため、 ・ 動を 時 して ・ ・

に関する防 情報を 時・ に し、迅速かつ確実に するとともに、 に のことを行う。 

 速報（ 報及 報）の利 用の推進 

速報（ 報及 報）について 受 時の対 行動等の らなる 広報を行うとともに

交通機関における利 用の推進を図るため 性や利 用の 法等の普及 及 度 に

。 

 報等の確実な 用 

による に 速やかに 報等の 報の を行う。 

の 、広 を 用した の規模の な や 合 を 用した の ・規模

の 等の を行い、 れらに 報等の を に行う。 

 体制と 時等の 体制の推進 

動の ・ の に 、 が な （この に入ると に 険が及 ）を

して 報等を するとともに、 時からの 防 における の共 検 を

通 て、 ルの を推進する。 
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道 交通安全対策 
中項目 交通に関する情報の充実

大項目  安全 転の確保 

 情報の提供等 

交通事故の防止・ に するため、 に の情報を 時・ に し、関 機関等に迅速かつ確実

に する。また、 に対し、 ー ージや 交通 防 情報提供 ーを通 て 情

報等をリ ル イ か 提供する。 

 報・ 報・ 報等 

による 交通 害が れる時は、 時・ に 報・ 報・ 報等を し、防

情報提供 等を用いて、関 機関に迅速かつ確実に するとともに、報 機関等の によ

利用者に する。また、 による 害 の 険度を 図 にリ ル イ に する 大 ・

報の クル（ 険度 ） や、 情報における による大 の 性についての

かけ、 ・ の 的な を す の （ ・ ・ 時間 報） に

ついても、 ー ージや報 機関等を通 て 利用者に する。 らに、 に大 によ

な 交通 害が まれる 合は、 交通 と連 し、大 に対する 交通 を実

施し、 利用者に を かける。 

 速報（ 報及 報）、 報等 

・ による 交通 害が れる時は、 時・ に 速報（ 報及 報）、

報等、 情報等を し、防 情報提供 等を用いて、関 機関に迅速かつ確実に する

とともに、報 機関等の によ 利用者に する。 

 トラ 時情報等 

は、大規模 対 置法の規定に 防 対 強化 に る大規模な

が するお れがあると認める時は、 に 情報を 総 大 に報 する。 

また、 トラ い な現 を した 合や トラ の 性が 対的に高ま

たと した 合等には、 トラ 時情報 を の根 から の におけ

る大規模 の の 性が 対的に高ま たと した 合には ・ 意情

報 を し、防 情報提供 等を用いて、関 機関に迅速かつ確実に するとともに、報

機関等の によ 利用者に する。 

 報等 

現 による 交通 害が れる時は、 時からの 防 共 検 した

に 、 の交通規制等の防 対 がとられるよう ルを付した 報等を

する。 

また、 利用者の に た な防 行動に するよう、 報を 時・ に する。 

これらの情報を、防 情報提供 等を用いて、関 機関に迅速かつ確実に するとともに、

報 機関等の によ 利用者に する。 

イ 識等の普及

事 者や防 機関の 者に対し、 報・ 報・ 報等の 等に関する や ーク

、 情報等の利用 法等に関する の 、広報 の作成・ 等によ 、 、 、 に

関する 識の普及を行う。 

（  ） 

道 交通安全対策 
中項目 交通に関する情報の充実

大項目  安全 転の確保 

の の

 高度 交通 （ ＴＳ） の推進に けての み

安全 な 交通を確保し、 化する 利用者の ー に えるためには、 利用者に対し

交通情報を提供して合 的なルートに 導し、交通の による の利用 を高めるとともに、安全

転 等の普及促進を図ることが ある。 

情報、 時間、規制情報等の 交通情報を迅速的確に収集し、 ライ ーに対してリ ル イ

に提供する 交通情報通 （ Ｓ） や 用 通 （ ＴＳ ト）の情報提供 の

充実等を図るとともに、車車間・ 車間通 等の安全 転 の らなる普及や高度化を進めるな

、 交通の安全確保のため、高度 交通 の推進に けた関 機関との連 に める。 

 イ トに う 時の の  

や ー 大 等のイ トに し、入 者等の利 及 の交通安全を確保するための

的な情報提供が る、イ トに う 時の の 者に対して、 に けた 対 や指

導等を行う。 

 コ ュ の普及促進 

ーラジ 等の ラジ を通 て、 や 等 に した、 め やかな 情報

や 等の 車 情報を提供 る コ ュ （ の を対 に を行う

）の 者に対して、 に けた 対 や指導等を行う。 

コ ュ は 成 度に、 （ ） い も が している。

（ 中国 通 局 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 交通に関する情報の充実

大項目  安全 転の確保 

の の

 高度 交通 （ ＴＳ） の推進に けての み

安全 な 交通を確保し、 化する 利用者の ー に えるためには、 利用者に対し

交通情報を提供して合 的なルートに 導し、交通の による の利用 を高めるとともに、安全

転 等の普及促進を図ることが ある。 

情報、 時間、規制情報等の 交通情報を迅速的確に収集し、 ライ ーに対してリ ル イ

に提供する 交通情報通 （ Ｓ） や 用 通 （ ＴＳ ト）の情報提供 の

充実等を図るとともに、車車間・ 車間通 等の安全 転 の らなる普及や高度化を進めるな

、 交通の安全確保のため、高度 交通 の推進に けた関 機関との連 に める。 

 イ トに う 時の の  

や ー 大 等のイ トに し、入 者等の利 及 の交通安全を確保するための

的な情報提供が る、イ トに う 時の の 者に対して、 に けた 対 や指

導等を行う。 

 コ ュ の普及促進 

ーラジ 等の ラジ を通 て、 や 等 に した、 め やかな 情報

や 等の 車 情報を提供 る コ ュ （ の を対 に を行う

）の 者に対して、 に けた 対 や指導等を行う。 

コ ュ は 成 度に、 （ ） い も が している。

（ 中国 通 局 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 自動車の検 及 点検整備の充実 点事項

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自動車の検 体制の充実

車両法に 自動車検 の確実な実施を図る。

不 防止のための立入検 、 検 体制の充実強化を図る。

らに指定自動車整備事 制度の な 用と 用を図るため、事 者に対する指導 を強化する。

イ 自動車の点検整備の充実

自動車 用者の保 意識を高 し、点検整備の促進を図るため、関 体の の 自動車点検整備

推進 動 を するな 、自動車 用者による保 を促進する。 

不 車の

交通に 険を及 し、環境 化の となるな とな ている不 車等を するため

関 体の の 不 車を する 動 を し、自動車 用者等の不 防止に る認識の

らなる高 を図るとともに、 検 の実施等によ 不 車の を徹底する。 

車両検 実施 と

検  検 車両 不 車両 不合  整備   

４ 度実        

度        

イ 自動車整備対 の推進

技術を 用した自動車の普及に い、自動車整備事 における整備技術の を図るため、整備技術情

報の提供、技術者の 及 成等を推進する。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ）

道 交通安全対策 
中項目 自動車 ト情報の提供等

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自動車の 用者、 は 用しようとする人に対して、安全な自動車に ていた ため、点検・整備の

性を して実施していた こと、不 の事 の 、安全装置の 、安全な自動車を いた

ための自動車 トの の 、 イル ート トの の を行う。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 

道 交通安全対策 
中項目 ⑶ リコール制度の充実・強化

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自動車製作者の垣根を超えた自動車装置の共通化やモジュール化が進み、大規模なリコールが行われている 

ことから、自動車のリコールを迅速かつ確実に実施するため、装置製作者等からの情報収集体制の強化を図る。 

自動車ユーザーからの不具合情報の収集を推進するとともに、自動車ユーザーに対しては、自動車の不具合に

ついて関心を高めるためのリコール関連情報等の提供の充実を図る。 

安全・環境性に疑義のある自動車については、独立行政法人自動車技術総合機構おいて現車の確認等による技

術的検証を行う。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ）

道 交通安全対策 
中項目 ⑷ 自転車の安全性の確保

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自転車事故の防止を図るため、自転車利用者が定期的に点検整備を受ける意識を醸成するとともに、自転車事

故による被害者救済のための損害賠償保険等の加入やＴＳ（TRAFFIC SAFETY）マーク貼付の自転車利用につい

て指導・広報を推進する。

また、夕暮れ時から夜間における交通事故防止を図るため、早めのライト点灯の徹底と反射材用品の普及促進

を図る。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑶ リコール制度の充実・強化

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自動車製作者の垣根を超えた自動車装置の共通化やモジュール化が進み、大規模なリコールが行われている 

ことから、自動車のリコールを迅速かつ確実に実施するため、装置製作者等からの情報収集体制の強化を図る。 

自動車ユーザーからの不具合情報の収集を推進するとともに、自動車ユーザーに対しては、自動車の不具合に

ついて関心を高めるためのリコール関連情報等の提供の充実を図る。 

安全・環境性に疑義のある自動車については、独立行政法人自動車技術総合機構おいて現車の確認等による技

術的検証を行う。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ）

道 交通安全対策 
中項目 ⑷ 自転車の安全性の確保

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自転車事故の防止を図るため、自転車利用者が定期的に点検整備を受ける意識を醸成するとともに、自転車事

故による被害者救済のための損害賠償保険等の加入やＴＳ（TRAFFIC SAFETY）マーク貼付の自転車利用につい

て指導・広報を推進する。

また、夕暮れ時から夜間における交通事故防止を図るため、早めのライト点灯の徹底と反射材用品の普及促進

を図る。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴ 交通の指導 の強化

大項目  道 交通 の維持 

一 道 に る な指導 の強化等 点 項

交通 止に資する指導 の推進

者 害などの交差点関 等、速度 、 用等 等の交通 に する 性

の高い に 点を置いた を推進する。 

また、通 、 活道 及び 多発 線に る指導 を推進する。 

性、 性、 性の高い に対する指導 の推進

、 運転者及び の 者による 、 害運転等 ・ 性の高い 及び 性の高い

車の指導 を強化する。 

管理

交通指導 の実施状況について、交通 の発 実 等を分 し、 状の を い の

しに さ る、い る D A ク をよ 一 機能さ る。 

自転車利用者に対する指導 の推進

自転車利用者が の 性や交通 ー の 要性を理解できるよう指導 を推進する。

特に、 を及 す ・ な自転車利用者に対する 置を推進する。

たな による ・ な運転に対する指導 の推進

動 ック ー 等の たな について、 ・ な の を強化する。

また、整備 良車両等の指導 を推進する。

高速自動車 道等に る指導 の強化等

高速自動車 道では、 な で っても 大交通 に する れが ることから、交通 や

交通 発 状況等の交通の実 に した な機動 ら等を実施することによ 、 の 然防止及び交

通 の整 を図るとともに、 性、 性、 性の高い を 点とし、特に、 しい速度 、 害運

転、車 保持、 用等 等の交通指導 を強化する。 

（ 県警察交通指導課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 ⑵

交通 等にかかる適 かつ な の

一 の推進 大項目  道 交通 の維持 

交通 等に る 力の強化等

、 のう 、 き 、 運転 の適用が まれるものなどについては、 動時から

部交通指導課による実 関 を図 、 かつ 点 な を実施する。 

また、実 研修、専 、実 の 、 場指導、 資 の 等によ 、 の 能力の向上

を図る。 

交通 等に る の推進

常時録 交差点 ラや き 等の 車両特 に資する 支援 等、装備資機 を

に活用するとともに、 研究所との を図 、 ・ の による の を図る。 

交通特 等の の推進

道 交通の を 害する保 、 車 等の交通特 及び な に対する

を 及す き の を する。 

（ 県警察交通指導課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 対策の強化

大項目  道 交通 の維持 

関 機関・ との

少 関 機関・ と して、 を図 、 の 然防止を図る。

（ 県警察交通 課・県警察交通指導課 ） 

止のための環境整備

等（ 及び を する 車 （ に改 した の自動 車等を運転する者））

及びこれに う のい 場所として利用されやすい施設の管理者に 力を め、 等をい さ ないた

めの施設の管理改 等の環境 を推進するなど関 機関・ が を強化し、 等が ない道

環境 を る。 

また、 の活用や 活動の機 を えて、 を 止するための 発活動を推進し、

を さない環境 を う。 

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 

者に対する指導 の推進

等の に対しては、 活動を して 等の 止 等を適用して

するとともに、 ー の解 に向 た指導を う。 

また、 の に め、 に発 する れが るときは、 に 等と を

するなどの 置を る。 

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 

車両の 改 の防止

を する 車 に対する実 を し、 した を関 道 で 化するとと

もに、 改 等の を強化するなど 確な対応を推進する。 

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 

を助長するような車両の な改 を防止するとともに、保安 に適 しない部 等が な改

に 用されることがないよう 改 車を する運動 等を通 、 活動の推進及び 、関

に対する指導を に う。 

また、自動車 ー ー でな 、 改 等を った者に対して、 要に応 て を う 

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 対策の強化

大項目  道 交通 の維持 

関 機関・ との

少 関 機関・ と して、 を図 、 の 然防止を図る。

（ 県警察交通 課・県警察交通指導課 ） 

止のための環境整備

等（ 及び を する 車 （ に改 した の自動 車等を運転する者））

及びこれに う のい 場所として利用されやすい施設の管理者に 力を め、 等をい さ ないた

めの施設の管理改 等の環境 を推進するなど関 機関・ が を強化し、 等が ない道

環境 を る。 

また、 の活用や 活動の機 を えて、 を 止するための 発活動を推進し、

を さない環境 を う。 

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 

者に対する指導 の推進

等の に対しては、 活動を して 等の 止 等を適用して

するとともに、 ー の解 に向 た指導を う。 

また、 の に め、 に発 する れが るときは、 に 等と を

するなどの 置を る。 

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 

車両の 改 の防止

を する 車 に対する実 を し、 した を関 道 で 化するとと

もに、 改 等の を強化するなど 確な対応を推進する。 

（ 県警察交通 課 県警察交通指導課 ） 

を助長するような車両の な改 を防止するとともに、保安 に適 しない部 等が な改

に 用されることがないよう 改 車を する運動 等を通 、 活動の推進及び 、関

に対する指導を に う。 

また、自動車 ー ー でな 、 改 等を った者に対して、 要に応 て を う 

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴ 助・ 制の整備

大項目  助・ 活動の 実 

交通 による 助・ 活動に対応するため、 要な や 力 制、施設設備の整備を図 、

等の応 を 及 発し、また、 助・ 、 命士の と の 実を進め、

ーによる 、高速道 に る 制の整備を促進する。 

助 制の整備・ 点 項

交通 の多 化、大 化に対 できるよう、 要な や 力 制の整備を推進する。

（ 県 課 県 課 県警察交通 課 ） 

多 者発 時に る 助・ 制の 実

大 交通 等の多 の 者が発 する 大交通 に対 するため、 制の整備、 の実

施等、 助・ 制を推進する。 

（ 県 課 県 課 県警察交通 課 ）

自動 動 （AED）の 用も めた 等の応 の 及 発活動の推進

停止者の 命 向上に資する の への 及 発 を実施する。

自動車 所に る 及び 時 、 時 等に いて、応 置に関する の 及に

める。 

交通安全の指導に る者、安全運転管理者、交通 場に する 能性の高い 用車両運転者等

に対する の 及に める。 

（ 県 課 県警察交通 課 県警察運 課 ） 

命士の ・配置等の促進 点 項

命士 施設（ 一 ） 研修所・ 研修所 へ の を進め、 命士

を する。 

実

度実  度  

人  人 人 

、 命士の実施する 置の高度化を図るため トロー 制の整備を推進する。 

命士（ 命士 による 家資 ） 停止状 の 者に対し、 の指 によ 管 管や

の 等の 命 置を う（一部、 停止 に う輸 や も る。） 

（ 県 課 県 課 ）

助・ 用資機 の装備の 実 点 項

助・ の実施 に対し、高 自動車や高度 命 置用資機 、消防通 施設を めとする

施設設備の整備を促し、 制の向上を図る。 

（ 県 課 県 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 ⑴ 助・ 制の整備

大項目  助・ 活動の 実 

消防防災 ー及び ク ー による の推進 点 項

の所 する消防防災 ーによる 活動については、 度よ 命士が で

きるように と 消防 部との を設 た。 

も両 ーによる 活動を推進する。 

（ 県 課 県 課 ） 

助 及び の の 実

消防 に いて、 助・ に 要な と技術の を う。

（ 県 課 県 課 ） 

ク 高速自動車 道等に る 実施 制の整備

高速道 に る について、 線 と 高速道 は 力して 速かつ な

人命 助を うために、通 制等の 実を図るとともに、 ー 所 等に 置を

、 等に いても、 実施 制の整備を推進する。 

さらに、 高速道 及び関 等は、 に 要な施設等の整備、 者に対する

の実施を推進する。 

（ 県 課 県 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴ 助・ 制の整備

大項目  助・ 活動の 実 

消防防災 ー及び ク ー による の推進 点 項

の所 する消防防災 ーによる 活動については、 度よ 命士が で

きるように と 消防 部との を設 た。 

も両 ーによる 活動を推進する。 

（ 県 課 県 課 ） 

助 及び の の 実

消防 に いて、 助・ に 要な と技術の を う。

（ 県 課 県 課 ） 

ク 高速自動車 道等に る 実施 制の整備

高速道 に る について、 線 と 高速道 は 力して 速かつ な

人命 助を うために、通 制等の 実を図るとともに、 ー 所 等に 置を

、 等に いても、 実施 制の整備を推進する。 

さらに、 高速道 及び関 等は、 に 要な施設等の整備、 者に対する

の実施を推進する。 

（ 県 課 県 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴ 助・ 制の整備

大項目  助・ 活動の 実 

消防 課、 高速道 及び 実施 は、 力して 速かつ な人命 助を図

る。また、高速道 交通 、 機関などの関 機関との 制の強化を図る。 

実施 制（高速自動車 道等）

道  実施  上下
実施機関 

（一部 機関を 。） 

中 自 動 車 道

 上 線
地 域  

 下 線

 下 線 消防  

 上 線 南 消防 部（ 口 ） 

自 動 車 道

大  下 線 消防 部 

大  上 線
消防  

 下 線

 上 線
消防 部 

 下 線

自 動 車 道

南 道  下 線 南 域 南消防 部 

道 南  上 線 消防 部 

南  高  上下線 南 域 南消防 部 

道  上下線 消防 部 

自 動 車 道

 下 線
消防 部 

道  上 線

道  上 線
消防 部 

 上下線

道（ 安 道 ）

安  下 線 部 域 管理  

安  上 線
安 消防 部 

安  下 線

安  上 線 消防 部 

道（ 道 ）

 下 線
消防  

 上 線

 下 線
消防 部 

 上 線

道（ ・ 道 ） ・ 上下線 大 消防 部 

道（ ・ 道 ）  上下線 消防 部 

道（ 道 ）  上下線 消防 部 

道（ 道 ）
 上下線 消防 部 

高  上下線 地 域  

道（ ・大 道 ） 大 大 中 ・ 上下線 大 消防 部 

道（多 ・ 道 ）
大 多  上 線 大 消防 部 

多 大  下 線 消防 部 

（ 県 課 道路 中国  ） 

道 交通安全対策 
中項目 ⑵ 制の整備

大項目  助・ 活動の 実 

機関等の整備 点 項

・ ・ の 制の 実

制 度実  度  

制 地  地  

所 か所 か所 

 １か所 １か所 

制の維持 実

を中 に 制など 地域 に応 た 制がとられているが、 機関

等について を進め、 機能の水 維持に める。 

制（ 命 ー）の維持 実

度 

実 施  

地 域 命 ー 

 十  

 
中  

大 部  

 機 ー 

項 目 度実  度  

命 ー か所 か所 

・ の 等 点 項

に る の確保に めるとともに に関する 研修に める。

また、 も 施設に る実 等を通 て 部門を る人 の に める。

ク ー の推進 点 項

や が し、 命 を いながら、 者を 送できる ク ー の活用によ 、交通

等で した 者の 命 の向上や の 減を図る。 

（ 県 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 関 機関の 力関 の確保等

大項目  助・ 活動の 実 

施設への 速かつ な 送 を確保するため、 機関・消防機関等の関 機関に る緊

な ・ 力関 を確保する。 

高度化推進 の活動を通 、 トロー 制 実に向 た、関 機関との

・ 力を図る。 

（ 県 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑵ 制の整備

大項目  助・ 活動の 実 

機関等の整備 点 項

・ ・ の 制の 実

制 度実  度  

制 地  地  

所 か所 か所 

 １か所 １か所 

制の維持 実

を中 に 制など 地域 に応 た 制がとられているが、 機関

等について を進め、 機能の水 維持に める。 

制（ 命 ー）の維持 実

度 

実 施  

地 域 命 ー 

 十  

 
中  

大 部  

 機 ー 

項 目 度実  度  

命 ー か所 か所 

・ の 等 点 項

に る の確保に めるとともに に関する 研修に める。

また、 も 施設に る実 等を通 て 部門を る人 の に める。

ク ー の推進 点 項

や が し、 命 を いながら、 者を 送できる ク ー の活用によ 、交通

等で した 者の 命 の向上や の 減を図る。 

（ 県 課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 関 機関の 力関 の確保等

大項目  助・ 活動の 実 

施設への 速かつ な 送 を確保するため、 機関・消防機関等の関 機関に る緊

な ・ 力関 を確保する。 

高度化推進 の活動を通 、 トロー 制 実に向 た、関 機関との

・ 力を図る。 

（ 県 課 ） 
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道 交通安全対策 
中項目 ⑴ 交通 の 実

大項目  害者支援の 実と推進 

交通 所の の実施

常設

所 設  設時  

 、土 、 及び を  
時  

１時 時 

 及び を  水  
時  

１時 時 

地  場 設  設 時  

 所  
時  

１時 時 
（大 、 、 は
要 ） 

大  大 所 １  

 所  

 の 場 の 、 の の

の資 の向上

内 の う 研究 や研修 への を通 て、 内 の多 化、 化に対応しうるよう、交通

の資 の向上を図る。 

についての の推進

の利用を高めるため、 及び や 線 送等の活用など 及び関 機関に対する

な 活動を うとともに、 場 と を にして、 害者に対する な を う。 

また、 支援 ー（ ラ ）等との によ 要な を う。 

（ 県交通 課 ） 

に る交通 の 実

き 、交通 、 運転 を適用する 等の 害者 は の に対して、 状

況の を う か、 害者から の 要等について を められた場 に適切に対応するなど、交通

の 害者等の や ー に った 害者支援の実施に める。 

交通 の 引き 、 ーフ ット の ・配 等によ 、 続の 要の 、 害 続

の 要等の 、 援助・ 制度等、 害者に対する適切な交通 活動を推進する。 

また、交通 害者 は の 営 への 制度の や管理 所からの に対して

適切に対応する。 

（ 県警察交通指導課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 ⑵ 害 の についての援助等

大項目  害者支援の 実と推進 

交通 活動の推進

交通 所を活用し、地域に る交通 活動を、 交通 ー、交通

理 ー、 の の 害者支援 等の関 機関、 等と を図 かつ適 な 活

動を推進する。 

また、交通 所等に いて の を う か、 等の の な活用等によ 交通

活動の を図 、交通 者等に対し の機 を する。 

害 の援助活動等の強化

に いては、交通 害者に対する適 かつ 速な援助の一助とするため、 制度の や交通

活動を に推進する。 

（ 県交通 課 県警察交通指導課 ） 

道 交通安全対策 
中項目 交通 害者支援の 実強化

大項目  害者支援の 実と推進 

自動車 害者等に対する援助 置の 実

自動車 による 害 の 実を するため、 人自動車 対策機 に る資 付制度

（交通 等 付、 障害に る保 及び保 の一部 付、 等 付 びに 度 障害者

の の支 ）の利用促進について、 、 所、 等を通 な

活動を う。 

また、自動車 による 害者の 施設の運営等 度の 障害者に対する援助 置の 実に める。 

自動車 による 害者への資 付制度による 付 及び支

付 及 び 支  付 及び支  

の交通 に対する資 の 付 

一 時    

資  
  

は （ 制）

支度    

障 害 保 一 部 付   

保 の 一 部 付   

等 付   

度 障 害 者 の 支  （ ）   

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 

交通 害者等の に配 した対策の推進

交通

交通 に たっては、常に 害者等の に配慮した を推進する。

（ 県交通 課 ）

の

害者等に対して、交通 の 要、 等の を するとともに、 続きの れ等をまと

めた 交通 の 引き を し、活用する。 

害者 制度の 実

き 、交通 等の 害者等については、 者の 、送 状況等を する 害者

制度の 実を図る。 

また、 害者の 分 等についての い に応 、適切な の を図る。 

に対する ・研修等

交通 を する に対しては、 に る ・研修を実施する か、 に対す

る 等を うとともに、 の 害者支援対策関 の しを い、 害者等の に配

慮した 害者支援が推進されるよう める。 

（ 県警察交通指導課 県警察運 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 交通 害者支援の 実強化

大項目  害者支援の 実と推進 

自動車 害者等に対する援助 置の 実

自動車 による 害 の 実を するため、 人自動車 対策機 に る資 付制度

（交通 等 付、 障害に る保 及び保 の一部 付、 等 付 びに 度 障害者

の の支 ）の利用促進について、 、 所、 等を通 な

活動を う。 

また、自動車 による 害者の 施設の運営等 度の 障害者に対する援助 置の 実に める。 

自動車 による 害者への資 付制度による 付 及び支

付 及 び 支  付 及び支  

の交通 に対する資 の 付 

一 時    

資  
  

は （ 制）

支度    

障 害 保 一 部 付   

保 の 一 部 付   

等 付   

度 障 害 者 の 支  （ ）   

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 

交通 害者等の に配 した対策の推進

交通

交通 に たっては、常に 害者等の に配慮した を推進する。

（ 県交通 課 ）

の

害者等に対して、交通 の 要、 等の を するとともに、 続きの れ等をまと

めた 交通 の 引き を し、活用する。 

害者 制度の 実

き 、交通 等の 害者等については、 者の 、送 状況等を する 害者

制度の 実を図る。 

また、 害者の 分 等についての い に応 、適切な の を図る。 

に対する ・研修等

交通 を する に対しては、 に る ・研修を実施する か、 に対す

る 等を うとともに、 の 害者支援対策関 の しを い、 害者等の に配

慮した 害者支援が推進されるよう める。 

（ 県警察交通指導課 県警察運 課 ）
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道 交通安全対策 
中項目 保 （ ）車両対策の

大項目  害者支援の 実と推進 

 自動車 害 保 の 保 車両の運 の防止に めるとともに、 対 自動車及び 動機付自転車の

自動車 害 保 （ ）の を促進するため、 保 ク ー 、 指導

の強化等に める。 

発活動の推進

発活動

対 自動車及び 動機付自転車に対し、自動車 害 保 （ ）の の向上を

図るため、 １ よ の 、 保 ク ー として ーの 、 ーフ ッ

トの配 等の 活動を実施する。 

（ 中国運輸局 運輸 局 ） 

等の機 を えた の実施

自動車 害 保 （ ）の 限切れ、 れ等を防止するため、 交通安全 等に

いて、 の 要性について に 活動を実施する。 

（ 県警察交通 課 ） 

に る指導 の強化

に る指導 を強化し、 保 （ ）車両の運 を防止する。

また、指導 制度を活用して、 保 車両の に める。

保 車両等 状況

実施  車両   

度実     

度     

（ 中国運輸局 運輸 局 県警察交通指導課 ）

道 交通安全対策 

中項目 

⑴

⑵

道 交通の安全に関する研究 発の推進 

道 交通 の分 と活用 

高齢者の交通 防止に関する 研究 
大項目  研究 発及び 研究の 実 

⑴ 道 交通の安全に関する研究 発の推進

で な交通安全対策を推進するため、 対策の交通 の 減 、 害の 減 について、

ー ・分 ・ を い、 を し、研究 発に てる。

（ 中国 局 国道 ・ 国道  ） 

⑵ 交通 の分 と活用

な交通安全対策の 、 に資するため、人、道 、車両等について な交通 分 を い

発 や要 を 確に する。 

また、交通 分 に る について、 ブ トや 等を活用し、関 機関・ や地域

に対して に ・ し、 の交通 防止と交通安全 の向上を図る。 

高齢者の交通 防止に関する 研究

高齢 の進 に う交通 の推 に対応して、高齢者が安全にかつ安 して 動・運転できるよう適

切な安全対策を実施するため、 の から交通 の 害に いやすい高齢者や自転車利用者の交通 動特

性を まえた な交通 防止対策の に関する研究を推進する。 

（ 県警察交通 課 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

⑴

⑵

鉄道施設等の安全性の向上 

運転保安設備等の整備 大項目 １ 鉄道交通環境の整備 

⑴ 鉄道施設等の安全性の向上

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んでいる橋梁等の施設について、長寿命

化に資する補強・改良を進めるよう指導する。 

特に、人口減少等による輸送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いられている地域鉄道については、補助制度

等を活用しつつ、施設、車両等の適切な維持・補修等の促進を図る。研究機関の専門家による技術支援制度を活

用するなどして技術力の向上についても推進する。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっている。このため、切

土や盛土等の土砂災害への対策の強化、地下駅等の浸水対策の強化等を推進する。切迫する南海トラフ地震等に

備えて、鉄道ネットワークの維持や一時避難場所としての機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋等の耐震対

策を推進する。 

さらに、駅施設等については、高齢者、障がい者等の安全利用にも十分配慮し、段差の解消、内方線付き点状

ブロック等の整備などによる転落防止対策を引き続き推進する。 

⑵ 運転保安設備等の整備

曲線部等への速度制限機能付き自動列車停止装置（ ）等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置

等の整備について引き続き推進を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 
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鉄道交通安全対策 
中項目 

⑴

⑵

鉄道施設等の安全性の向上 

運転保安設備等の整備 大項目 １ 鉄道交通環境の整備 

⑴ 鉄道施設等の安全性の向上

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んでいる橋梁等の施設について、長寿命

化に資する補強・改良を進めるよう指導する。 

特に、人口減少等による輸送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いられている地域鉄道については、補助制度

等を活用しつつ、施設、車両等の適切な維持・補修等の促進を図る。研究機関の専門家による技術支援制度を活

用するなどして技術力の向上についても推進する。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっている。このため、切

土や盛土等の土砂災害への対策の強化、地下駅等の浸水対策の強化等を推進する。切迫する南海トラフ地震等に

備えて、鉄道ネットワークの維持や一時避難場所としての機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋等の耐震対

策を推進する。 

さらに、駅施設等については、高齢者、障がい者等の安全利用にも十分配慮し、段差の解消、内方線付き点状

ブロック等の整備などによる転落防止対策を引き続き推進する。 

⑵ 運転保安設備等の整備

曲線部等への速度制限機能付き自動列車停止装置（ ）等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置

等の整備について引き続き推進を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 
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鉄道交通安全対策 
中項目 

鉄道 設等の安 の向上 

保安設備等の 備 大項目  鉄道交通 の 備 

鉄道 設の 備

事業 体 事 業 
度実  ５ 度計画 

備  
事業 事業 （ ） 事業 事業 （ ）

 

鉄道

道強化      

防 設備等の 備 ５   防 設備 

設の 備   手 備 

計     

  

  

道強化     、大  

り うの 備    

強 ７   鉄 市 高ノ 間

その他鉄道 の 備     
のり 修 

イント 設備の 新

計     

合 計     

保安設備の 備

事業 体 事 業 
度実  ５ 度計画 

備  
事業 事業 （ ） 事業 事業 （ ）

 

鉄道

自動 止 置     

保安設備（その他）   化 

設備  分  上 、  

等の設備     

 計     

  

  

中制 置     

保安設備（その他）     道 新 

等設備     高速度 器 新

設備の 備     ト 新 

 計     

合 計     

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目  鉄道交通の安 に関する知 の普及

事故の を める 身 害事故と 害事故の くは、 用者や 通行者、鉄道 民等が関

係するもので ることから、これらの事故の防止には、鉄道事業者による安 対 に えて、 用者等の と

協力が で る。

このため、 、 民、道 事業者等を く対 として、関係機関等の協力の下、 国交通安

動や 事故防止 ン ーン等に いて、 報活動を 的に行い、鉄道の安 に関する しい知 の を

図る。

また、これらの機 を え、 ーム及び 道に ける ン等の安 設備について分かりやすい

の 備や ンの 作等の 急 置の周知 を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）
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鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目  鉄道交通の安 に関する知 の普及

事故の を める 身 害事故と 害事故の くは、 用者や 通行者、鉄道 民等が関

係するもので ることから、これらの事故の防止には、鉄道事業者による安 対 に えて、 用者等の と

協力が で る。

このため、 、 民、道 事業者等を く対 として、関係機関等の協力の下、 国交通安

動や 事故防止 ン ーン等に いて、 報活動を 的に行い、鉄道の安 に関する しい知 の を

図る。

また、これらの機 を え、 ーム及び 道に ける ン等の安 設備について分かりやすい

の 備や ンの 作等の 急 置の周知 を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）
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鉄道交通安全対策 

中項目 

保安 査の実  

の の保  

安 上のトラ 情報の共 ・活用 

情報等の充実 

大規模事故等が発生した場合の な対応 

安 ネ ント の実  

計画 への取組 

大項目  鉄道の安 な 行の確保 

保安 査の実

鉄道事業者に対し、 期的に は重大な事故等の発生を 機に保安 査を実 し、 の安 の確保に関する

取組の 、 設及び の保 、 取 いの 、 員等に対する 訓練の 等について、

な指導を行うとともに、過去の指導のフォ ーアッ を実 する。また、計画的な保安 査の か、同種ト

ラ の発生等の にも 保安 査を行うなど ハ の いたより 果的な保安 査を実 する等、保安

査の充実を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

の の保

の の確保を図るため、動力 者 を に実 する。

また、 が保 されるよう、 者及び 員指導 者が 等について に 置を るよう指

導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

安 上のトラ 情報の共 ・活用

鉄道事業者の安 担当 者による鉄 道保安連 ・ 者 を開催し、事故等及びその再発防止

対 に関する情報共 等を行う。 

また、安 上のトラ 情報を し、速やかに鉄道事業者へ周知・共 することによる事故等の再発防止に

活用する。 

さらに、 置等の活用や 場係員による安 上のトラ 情報の 的な報 を推進するよう指

導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

情報等の充実

鉄道交通に を及 す 、大 、大 、 等の しい 、 、 、 等の自然 につい

て、的確な実 を行い 関係機関 員等が な 置を迅速にとり得るよう、 警報・警報・ 報等を

・ に発 して事故の防止・ に める。 

また、これらの情報の の充実と 果的 活用の促進を図るため、 「道 交通安 対   安

の確保  道 交通に関する情報の充実（ ・ ） で た 報体制の 備、 ・ ・

体制の 備、各種情報の提供、 知 等の普及を行う。 

に 等の しい による 等の被害の防止に するため 情報を ・ に発 する

とともに、分 図 式の 間 情報として 発生確度 ウ ストを提供する。 

また、 行中の に ける 発生 の 等の被害の防止に するため、 急 速報（ 報及び警報

の鉄道交通に ける 活用の推進を図る。な 、 警 に応 て鉄道事業者等がとる き防 対応につ

いて、平 からの 防 協 に ける共同 を通 て合 を図る。 

ア 鉄道 通報の実

方 と 鉄道 支 との協 に き、 県 の鉄道交通に を える ・

に関し、鉄道 通報を行う。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 

中項目 

保安 査の実  

の の保  

安 上のトラ 情報の共 ・活用 

情報等の充実 

大規模事故等が発生した場合の な対応 

安 ネ ント の実  

計画 への取組 

大項目  鉄道の安 な 行の確保 

大規模な事故等が発生した場合の な対応

国及び鉄道事業者に ける、 間・ の 急連 体制を ・確 し、大規模な事故 は 害が発生した場

合に、迅速かつ的確な情報の ・連 を行う。 

事故等が発生した場合の を するため、鉄道事業者に対し、 の 行 を的確に して、鉄道

用者への な情報提供を行うとともに、迅速な に な体制を 備するよう指導する。 

また、情報提供を行うに当た ては、 外国 及び 外国 にも対応するため、事故等発生 に ける

言 体制の強化も指導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

安 ネ ント の実

鉄道事業者の安 体制の構築・ を国が確 する 安 ネ ント を引き続き実 する。 

また、 安 ネ ント を通 て、 事業者による防 の向上及び事 対 の強化等を図り、

防 ネ ントの取組を強化するとともに、 による を まえた 事業者の安 への取組及び

事業者によるコン ライアンスを ・ する けの取組を的確に確 する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

計画 への取組

鉄道事業者に対し、大 の が ・上 する場合など、 により の に支 が生 る それ

が されるときは、 に するとともに、安 確保の から、 の に応 て、 に情

報提供した上で計画的に の を 止するなど、安 の確保に めるよう指導する。 

また、情報提供を行うに当た ては、 外国 及び 外国 にも対応するため、事故等発生 に ける

言 体制の強化も指導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目  鉄道 の安 の確保 

発生した事故や 技術の進 を まえ される鉄道 の構 ・ 置に関する保安上の技術 の に

対応し、 な指導を行う。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）
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鉄道交通安全対策 

中項目 

保安 査の実  

の の保  

安 上のトラ 情報の共 ・活用 

情報等の充実 

大規模事故等が発生した場合の な対応 

安 ネ ント の実  

計画 への取組 

大項目  鉄道の安 な 行の確保 

大規模な事故等が発生した場合の な対応

国及び鉄道事業者に ける、 間・ の 急連 体制を ・確 し、大規模な事故 は 害が発生した場

合に、迅速かつ的確な情報の ・連 を行う。 

事故等が発生した場合の を するため、鉄道事業者に対し、 の 行 を的確に して、鉄道

用者への な情報提供を行うとともに、迅速な に な体制を 備するよう指導する。 

また、情報提供を行うに当た ては、 外国 及び 外国 にも対応するため、事故等発生 に ける

言 体制の強化も指導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

安 ネ ント の実

鉄道事業者の安 体制の構築・ を国が確 する 安 ネ ント を引き続き実 する。 

また、 安 ネ ント を通 て、 事業者による防 の向上及び事 対 の強化等を図り、

防 ネ ントの取組を強化するとともに、 による を まえた 事業者の安 への取組及び

事業者によるコン ライアンスを ・ する けの取組を的確に確 する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

計画 への取組

鉄道事業者に対し、大 の が ・上 する場合など、 により の に支 が生 る それ

が されるときは、 に するとともに、安 確保の から、 の に応 て、 に情

報提供した上で計画的に の を 止するなど、安 の確保に めるよう指導する。 

また、情報提供を行うに当た ては、 外国 及び 外国 にも対応するため、事故等発生 に ける

言 体制の強化も指導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目  鉄道 の安 の確保 

発生した事故や 技術の進 を まえ される鉄道 の構 ・ 置に関する保安上の技術 の に

対応し、 な指導を行う。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）
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鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 ５ 救助・救急活動の充実 

鉄道の重大事故等に備えて、避難誘導・救助・救急活動を迅速かつ的確に行うため、訓練の充実や鉄道事業者

と消防機関、医療機関その他の関係機関との連携・協力体制の強化を図る。 

また、鉄道職員に対する自動体外式除細動器（AED）の使用を含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動

を推進する。 

（ 中国運輸局鉄道部 県 課 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 ６ 被害者支援の推進 

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、国土交通省に設置した公共交通事故被害者支援室で

は、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、②被害者等が事故発生後から再び平穏な生活

を営むことができるまでの中長期にわたるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関する相談

への対応や専門家の紹介等）等を担うこととしている。

引き続き、関係者からの助言を頂きながら、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事故被害者等

支援フォーラムの開催、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者への支援

の取組を着実に進めていく。

大規模な公共交通事故が発生した場合には、国の支援の下、県や市町村・警察、医療機関、民間の被害者支援

団体等が連携を図り、情報提供、被害者等の心身のケアや専門家の紹介等被害者支援の推進を図る。 

（ 県交通 課 県警察交通 課 県警察交通指導課 中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 ７ 鉄道事故等の原因究明と事故等防止

鉄道事故及び鉄道事故の兆候（鉄道重大インシデント）の原因究明を、さらに迅速かつ的確に行うため、調査

を担当する職員への専門的な研修を充実させ、調査技術の向上を図るとともに、新たな各種調査機器を活用した

調査方法、過去の事故等調査で得られたノウハウ、同種事故の比較分析など事故調査結果のストックの活用等に

より、調査・分析手法の高度化を図る。

また、事故等調査結果の情報については、「保安情報｣として鉄道事業者へ周知し、同種事故等の未然防止に向

けた指導を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

交通安全対策 

項  
大項

 道の 体交 、 の改 及び

行 体 施 の 進 

要な道 で交通 の い 道について、道 の 改 に当た ては、 体交 を る。 

なお、 道が な 道については、 道 において 行 と 等が することがないよう、 行

を した事 の い の改 を 進する。 

た、 前の 対策に 、当 の対策や 対策等も 対策に 置 け、 から

できる対策を推進する。 

これらは、地方 道改 議会等において、地域の実 を 、 の 道に係る関係 の 及び

を に進めることとする。 

道の 改 等

事 体 事 
令和４年度実 令和５年度計画

 
事 事 （ ） 事 事 （ ）

日  

道
体交 （ 道 ）

一  

 
 

合 計 

中国運輸局鉄道部 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課  

鉄道

交通安全対策 

項  
大項  

２ 安 の 及び交通規 の実

施 

安 の

機の れた 道は、 機の れていない 道に べて事 が いことか

ら、 道の 用 、 道の 、交通規 の実施 等を し、 実に 機の を行う。 

交通 の い 道については、道 交通の 、事 の 等を して必要に じ、

知 置、 報 置、大 置等、より事 の い 安 の を進め

る。 

等の 行対策としても が期 できる全方 報 置、 し の 、 知 置

の 規 を推進する。 

（ 中国運輸局鉄道部・ 鉄道 ・  ）

道における交通規 の実施

道の 、 安施 の 、交通 等の道 交通 及び地域 、道 用 の意見 要 を

た上、必要に じて を 定した通行 め等の交通規 を実施し、 道における交通の安全と を

る。 

（ 県警察交通 課 ） 
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交通安全対策 

項  
大項

 道の 体交 、 の改 及び

行 体 施 の 進 

要な道 で交通 の い 道について、道 の 改 に当た ては、 体交 を る。 

なお、 道が な 道については、 道 において 行 と 等が することがないよう、 行

を した事 の い の改 を 進する。 

た、 前の 対策に 、当 の対策や 対策等も 対策に 置 け、 から

できる対策を推進する。 

これらは、地方 道改 議会等において、地域の実 を 、 の 道に係る関係 の 及び

を に進めることとする。 

道の 改 等

事 体 事 
令和４年度実 令和５年度計画

 
事 事 （ ） 事 事 （ ）

日  

道
体交 （ 道 ）

一  

 
 

合 計 

中国運輸局鉄道部 中国 局 国道 ・ 国道 県道路維持課 県道路建設課 県 課  

鉄道

交通安全対策 

項  
大項  

２ 安 の 及び交通規 の実

施 

安 の

機の れた 道は、 機の れていない 道に べて事 が いことか

ら、 道の 用 、 道の 、交通規 の実施 等を し、 実に 機の を行う。 

交通 の い 道については、道 交通の 、事 の 等を して必要に じ、

知 置、 報 置、大 置等、より事 の い 安 の を進め

る。 

等の 行対策としても が期 できる全方 報 置、 し の 、 知 置

の 規 を推進する。 

（ 中国運輸局鉄道部・ 鉄道 ・  ）

道における交通規 の実施

道の 、 安施 の 、交通 等の道 交通 及び地域 、道 用 の意見 要 を

た上、必要に じて を 定した通行 め等の交通規 を実施し、 道における交通の安全と を

る。 

（ 県警察交通 課 ） 
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交通安全対策 
項  

大項  ３ 道の 合の 進 

道の 体交 、 の改 等の事 の実施に て、 道のう 、その 用 、う の

等を して、第３、４ 道な 地域 の通行に に を及 ないと められるものについて、

合を進めるとともに、これら 道以 の 道についても に 合を 進する。 

た し、 改 のう 、 道に 道がないか、 道が な場合の 道 については、その を

して、 道の 合を行 ずに実施できることとする。 

道の 合

事 体 事  
令和４年度実  令和５年度計画 

  
事 事 （ ） 事 事 （ ）

日  

道 
合     

一  

  
合     

合 計     

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

交通安全対策 

項  
大項  

４ その他 道の交通の安全及び 

等を るための 置 

報 の推進

に対策の が必要な 道は、「 安全通行 」を作成 公表し、 を めた

の「見 る 」を推進し、 を ながら の を た対策を 的に推進する。 

や 行 等の 道通行 に対し、交通安全意 の 上及び における の

作等の 置の 知 を るため、 事 を推進する。 

た、 等において、 の通 方 等の を き き推進するとともに、 道事 等による

施 や 等の 機関 事 の 等の を 進する。 事 による 等 の

についても、事 の 等を 、 に対 してい 。 

の交通の安全及び の対策に 、 においても、 道の長 による

や の の 等の に対 するため、関係 で に関する 報共 を るととも

に、 の や に けた の 方 を定める を推進する。 

（ 中国運輸局鉄道部・県道路維持課・県道路建設課 ） 

道における指 り

等の 通行 の 行 に対する指 りを 的に実施する。

（ 県警察交通指導課 ） 

交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）抜粋 

（都道府県交通安全対策会議の 置及び 事 ） 

第十六条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置 。 

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の 号に掲げる事 をつか る。 

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の 画に関して 議し、

及びその施策の実施を推進すること。 

 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県 びに関係指定地方行政

機関及び関係市町村 の を ること。 

（都道府県交通安全対策会議の 等） 

第十 条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び をもつて する。 

２ 会長は、都道府県知事をもつて てる。 

３ は、次に掲げる をもつて てる。 

一 都道府県の区域の全部 は一部を する指定地方行政機関の長 はその指 する  

二 都道府県 会の 長 

 総 は道府県 部長 

四 都道府県知事が都道府県の部 の のう から指 する  

五 地方 （ 和二十二年 第六十 号）第二 五十二条の十 第一項の指定都市を する都道府県にあつ

ては、指定都市の長 はその指 する  

六 都道府県の区域 の市町村の市町村長及び 機関の長のう から都道府県知事が する  

 その他都道府県知事が必要と めて する  

４ 都道府県交通安全対策会議に、 の事項を 議 るため必要があるときは、 を置 ことができる。 

５ 前 項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の 及び に関し必要な事項は、政令で定める基準に

い、都道府県の条 で定める。 

（都道府県交通安全計画等） 

第二十五条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基 計画（陸上交通の安全に関する部 に る。）に基づき、都道

府県交通安全計画を作成しなければならない。 

２ 都道府県交通安全計画は、次の 号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 都道府県交通安全対策会議は、 年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域の全部 は一部

を する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」という。）

を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全 計画（陸上交通の安全

に関する部 に る。）に抵触するものであつてはならない。 

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、す やかに、これを

総 大 及び指定行政機関の長に報告し、 びに都道府県の区域 の市町村の長に通知するとともに、その要旨

を公表しなければならない。 

５ 都道府県交通安全対策会議は、第 項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、す やかに、こ

れを 総 大 及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域 の市町村の長に通知しなければなら

ない。 

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の変更について準

用する。 
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交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）抜粋 

（都道府県交通安全対策会議の 置及び 事 ） 

第十六条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置 。 

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の 号に掲げる事 をつか る。 

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の 画に関して 議し、

及びその施策の実施を推進すること。 

 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県 びに関係指定地方行政

機関及び関係市町村 の を ること。 

（都道府県交通安全対策会議の 等） 

第十 条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び をもつて する。 

２ 会長は、都道府県知事をもつて てる。 

３ は、次に掲げる をもつて てる。 

一 都道府県の区域の全部 は一部を する指定地方行政機関の長 はその指 する  

二 都道府県 会の 長 

 総 は道府県 部長 

四 都道府県知事が都道府県の部 の のう から指 する  

五 地方 （ 和二十二年 第六十 号）第二 五十二条の十 第一項の指定都市を する都道府県にあつ

ては、指定都市の長 はその指 する  

六 都道府県の区域 の市町村の市町村長及び 機関の長のう から都道府県知事が する  

 その他都道府県知事が必要と めて する  

４ 都道府県交通安全対策会議に、 の事項を 議 るため必要があるときは、 を置 ことができる。 

５ 前 項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の 及び に関し必要な事項は、政令で定める基準に

い、都道府県の条 で定める。 

（都道府県交通安全計画等） 

第二十五条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基 計画（陸上交通の安全に関する部 に る。）に基づき、都道

府県交通安全計画を作成しなければならない。 

２ 都道府県交通安全計画は、次の 号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 都道府県交通安全対策会議は、 年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域の全部 は一部

を する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」という。）

を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全 計画（陸上交通の安全

に関する部 に る。）に抵触するものであつてはならない。 

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、す やかに、これを

総 大 及び指定行政機関の長に報告し、 びに都道府県の区域 の市町村の長に通知するとともに、その要旨

を公表しなければならない。 

５ 都道府県交通安全対策会議は、第 項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、す やかに、こ

れを 総 大 及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域 の市町村の長に通知しなければなら

ない。 

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の変更について準

用する。 

－ 55 －



（市町村交通安全計画等） 

第二十六条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成することができ

る。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画を作成しようとするとき

は、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければな

らない。 

３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

４ 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計画

（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作成することができる。この場合において、市町村交通安全実施計

画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。 

５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速やかに、その要旨を公

表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事に報

告しなければならない。 

７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交通安全実施計画の変更につ

いて準用する。 

（令和５年６月16日、一部改正施行） 
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